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と
あ
っ
て
、
「
世
吉
御
料
」
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
両
条
に
附
さ
れ
た
説
明
文
即
ち
義
解
に
よ
れ
ば
、
世
伝
御
料
は
皇
室
に
係
属
し
て

皇
統
の
遺
物
と
し
、
天
皇
が
随
意
に
分
割
譲
与
し
て
私
産
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
処
分
も
普
通
民
法
の
外
で
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
而
し
て
「
愛
蔵
御
料
」
は
、
明
治
二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
に
宮
内
省
告
示
第
二
十
七
号
で
公
告
さ
れ
、
宮
城
・
赤

坂
離
宮
・
青
山
離
宮
・
浜
離
宮
・
芝
離
宮
・
京
都
皇
宮
・
桂
離
宮
・
修
学
院
離
宮
・
夏
型
離
宮
・
正
倉
院
宝
庫
・
三
年
町
御
料
地
・
高

輪
御
料
地
・
上
野
御
料
地
・
南
豊
島
御
料
地
・
函
根
御
料
地
・
畝
傍
山
御
料
地
・
度
会
御
料
地
・
富
士
御
料
地
・
天
城
御
料
地
・
千
頭

御
料
地
・
萩
原
御
料
地
・
丹
沢
御
料
地
・
三
方
御
料
地
・
相
川
御
料
地
・
木
曾
御
料
地
・
七
宗
御
料
地
・
段
戸
御
料
地
・
錦
織
御
料
地
・

上
川
御
料
地
の
土
地
物
件
が
編
入
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
御
料
地
の
面
積
段
別
及
び
境
界
は
御
料
局
に
保
存
す
る
所
の
図
面
を
以
て
標
準
と

し
、
宮
城
皇
宮
御
所
離
宮
並
宝
庫
は
そ
の
土
地
建
造
物
を
包
含
し
、
動
産
で
世
伝
御
料
に
編
入
す
べ
き
も
の
は
別
に
之
を
定
め
る
と
さ

れ
た
。

　
嘗
て
私
は
、
昭
和
五
十
九
年
置
「
明
治
皇
室
典
範
制
定
史
の
基
礎
的
考
察
」
（
國
學
院
大
学
紀
要
第
二
＋
二
巻
）
を
、
昭
和
六
十
一
年
に
「
皇

室
典
範
の
制
定
と
義
解
の
成
立
」
（
『
梧
陰
文
庫
影
印
－
明
治
皇
室
典
範
制
定
本
史
』
大
成
出
版
社
刊
V
を
、
さ
ら
に
平
成
四
年
に
は
「
井
上
毅

の
シ
ラ
ス
論
註
解
－
帝
国
憲
法
第
一
条
成
立
の
沿
革
」
（
梧
陰
文
庫
研
究
会
編
『
明
治
国
家
形
成
と
井
上
毅
』
木
鐸
匡
正
）
を
書
い
た
際
に
、
皇

室
典
範
に
お
け
る
こ
れ
ら
規
定
の
制
定
経
過
に
つ
い
て
若
干
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
憲
法
及
び
皇
室
典
範
制
定
後
の
明

治
二
十
三
年
に
公
告
さ
れ
た
世
世
御
料
の
勅
定
に
つ
い
て
は
、
全
く
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
世
伝
御
料
に
関
す
る
史
料
が
、
国

立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
三
条
文
書
、
伊
東
巳
代
治
文
書
、
國
學
院
大
学
図
書
館
梧
陰
文
庫
、
宮
内
庁
書
陵
部
な
ど
に
残
さ
れ

て
い
る
の
は
承
知
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
を
絶
え
ず
比
較
対
照
し
な
が
ら
検
討
す
る
だ
け
の
ゆ
と
り
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
し
か
る
に
そ
の
後
、
皇
室
法
研
究
会
『
現
行
皇
室
法
の
批
判
的
研
究
』
（
昭
和
六
＋
二
年
目
や
鈴
木
正
幸
「
皇
室
財
産
論
考
」
（
京
都
民
科
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歴
史
部
会
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
〇
〇
、
二
〇
一
号
、
平
成
二
年
目
、
同
『
皇
室
制
度
』
（
岩
波
新
書
、
平
成
五
年
）
を
読
み
、
更
に
京
都
産
業

大
学
大
学
院
生
川
田
敬
一
氏
か
ら
「
皇
室
経
済
関
係
諸
法
令
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
」
（
平
成
四
年
、
未
発
表
修
士
論
文
草
稿
）
を
示
さ

れ
る
に
及
ん
で
、
等
身
御
料
に
関
す
る
史
料
が
ま
だ
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
ず
、
基
本
的
な
史
実
が
き
ち
ん
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
各
種
史
料
を
整
理
し
て
、
こ
れ
を
研
究
者
に
提
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ま
だ
十
分
な
検
討

が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
さ
ら
に
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
、
現
時
点
で
は
速
断
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
の
で
、

叙
述
も
不
十
分
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
私
見
を
示
し
て
先
学
の
ご
批
判
を
乞
う
こ
と
と
し
た
。

二
　
宮
内
省
に
於
け
る
立
案

明治二十三年の世伝御料勅定について

　
明
治
二
十
三
年
七
月
十
五
日
、
宮
内
次
官
吉
井
友
実
は
帝
室
御
財
政
参
与
で
あ
っ
た
伊
藤
博
文
に
宛
て
て
左
の
よ
う
な
書
翰
を
認

（
l
V

め
た
。

　
　
拝
啓
　
皇
室
典
範
第
四
十
六
条
に
拠
り
世
伝
御
料
に
編
入
の
土
地
物
件
勅
裁
相
成
候
は
・
公
告
す
へ
き
筈
に
有
之
、
則
ち
別
紙
甲

　
　
号
の
通
取
調
申
候
。
然
る
処
右
公
告
に
先
ち
御
料
の
土
地
物
件
に
係
る
租
税
課
除
之
法
則
を
定
め
ら
れ
、
議
会
開
会
以
前
に
発
令

　
　
相
成
母
様
致
度
に
付
、
別
紙
乙
号
の
通
租
税
課
除
区
別
見
込
粗
相
添
、
内
閣
総
理
大
臣
へ
照
会
及
ふ
へ
く
存
候
。
右
両
件
は
帝
室

　
　
御
財
政
に
関
係
不
寡
候
に
付
至
急
御
意
見
承
知
致
度
、
右
に
付
山
崎
直
胤
を
差
出
親
し
く
御
意
見
為
相
伺
候
筈
に
有
之
候
処
、
御

　
　
他
行
中
之
趣
伝
聞
候
に
付
先
つ
書
面
差
上
申
事
。
御
都
合
次
第
御
在
所
へ
山
崎
差
出
可
申
候
。
草
々
拝
具

　
　
　
　
廿
三
年
七
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
井
友
実
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伊
藤
伯
殿

追
而
　
何
分
之
義
至
急
御
一
報
被
下
度
候
也
。

「
別
紙
」
「
世
伝
御
料
公
告
案
関
係
書
類
一
綴
」

甲
号

　
　
　
　
公
告
案

皇
室
典
範
第
四
十
六
条
に
依
り
（
枢
密
顧
問
之
諮
胸
を
経
て
）
左
の
土
地
物
件
を
世
伝
御
料
と
定
め
ら
る
。

　
　
奉
勅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
大
臣

　
御
料
之
部

　
　
　
（
一
覧
表
省
格
…
…
島
）

　
御
料
地
之
部

　
　
　
（
｝
覧
表
省
略
…
…
島
〉

右
宮
城
、
内
裏
、
御
所
、
離
宮
御
料
地
は
其
建
造
物
、
上
地
を
包
含
し
、
宝
庫
、
博
物
館
は
其
宝
器
、
物
品
並
土
地
、
建
造
物
を

包
含
す
。

　
　
　
　
照
会
案

皇
室
典
範
第
四
十
六
条
に
依
り
、
本
伝
御
料
に
編
入
の
L
地
物
件
勅
裁
相
成
績
は
・
公
告
す
へ
き
筈
に
有
之
主
面
、
右
公
告
に
先
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ち
御
料
の
土
地
物
件
に
係
る
租
税
百
弊
の
法
則
を
定
め
ら
る
・
こ
と
最
も
緊
要
の
義
と
存
意
条
、

様
御
取
計
有
之
度
、
依
而
為
御
参
考
租
税
課
除
区
別
見
込
書
相
添
、
黒
黒
及
照
会
認
諾
。

　
年
　
月
　
日

議
会
開
会
以
前
に
発
令
相
成
候

宮
内
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

明治二十三年の世伝御料勅定について

乙
号

一、一、一、一、一、一、一、

　
　
租
税
課
除
区
別
見
込
書

宮
城
離
宮
　
　
附
属
の
土
地
建
造
物
を
包
含
す

世
伝
御
料
地
　
世
伝
御
料
に
編
入
さ
れ
、
宮
内
大
臣
の
公
告
し
た
る
土
地
、
建
造
物
、

（
参
考
概
略
は
省
略
…
…
島
）

御
陵
墓
地

皇
族
本
邸

帝
室
博
物
館
、
其
地
所
、
建
造
粉
を
云
ふ

右
国
税
、
地
方
税
、
郡
市
町
村
費
共
に
賦
課
せ
さ
る
も
の
と
す
。

御
料
地
　
　
世
伝
御
料
外
に
属
す
る
土
地
、
建
造
物
、
山
林
、
鉱
山
等
を
云
ふ

皇
族
別
邸

山
林
を
．
云
ふ
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右
国
税
を
賦
課
せ
す
、
地
方
の
状
況
に
因
り
地
方
税
及
郡
市
町
村
費
に
相
当
す
る
補
助
金
を
下
書
す
。

　
　
一
、
本
邸
並
別
邸
の
外
皇
族
所
有
の
土
地
、
建
造
物

　
　
　
　
右
国
税
、
地
方
税
、
郡
市
町
村
費
土
ハ
に
賦
課
す
る
も
の
と
す
。

ま
た
、
そ
の
十
日
後
の
七
月
二
十
五
日
置
宮
内
大
臣
子
爵
土
方
久
元
が
帝
室
御
財
政
参
与
三
条
実
美
に
次
の
よ
う
な
書
翰
を
出
し
て

（
2
）

い
る
。

　
　
拝
啓
皇
室
典
範
第
四
十
六
条
二
合
リ
世
伝
御
料
二
編
入
ノ
土
地
物
件
勅
裁
相
成
候
ハ
・
公
告
ス
ヘ
キ
筈
二
型
鑑
別
紙
墨
通
取
調
申

　
　
候
　
右
ハ
重
大
ノ
事
件
ニ
シ
テ
帝
室
ノ
財
政
二
関
係
不
寡
候
口
付
御
意
見
承
知
高
度
可
成
至
急
御
回
答
有
之
候
様
舌
希
望
候
敬
具

　
　
　
明
治
世
二
年
七
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
大
臣
子
爵
土
方
久
元

　
　
　
　
帝
室
御
財
政
参
与
　
内
大
臣
公
爵
三
条
実
美
殿

現
在
、
三
条
文
書
に
は
「
別
紙
」
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
吉
井
が
伊
藤
に
示
し
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
両
史
料
の
他
に
も
、
七
月
二
十
八
日
頃
御
料
局
長
品
川
弥
二
郎
が
三
条
内
大
臣
宛
に
「
御
料
地
課
税
に
関
す
る
調
書
」
を
提
出
し

　
　
　
（
3
）

て
い
る
の
で
、
明
治
二
十
三
年
七
月
に
な
っ
て
、
宮
内
省
側
が
世
伝
御
料
勅
定
に
む
け
て
作
業
を
開
始
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
吉
井

が
「
議
会
開
会
以
前
に
発
令
相
成
候
爵
致
度
」
「
至
急
御
意
見
承
知
叙
勲
」
と
言
い
、
土
方
も
「
可
成
至
急
御
回
答
有
之
書
様
致
希
望
候
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
内
省
側
で
は
、
議
会
開
会
以
前
に
是
非
と
も
世
伝
御
料
を
勅
定
し
た
い
と
急
い
で
い
た
。

　
け
れ
ど
も
、
宮
内
省
側
の
立
案
に
は
、
政
府
側
か
ら
み
れ
ば
い
く
つ
か
の
点
で
不
備
が
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
皆
伝
御
料
の
法
的

性
格
す
な
わ
ち
】
般
国
法
と
の
関
係
が
な
ん
ら
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、
出
来
る
限
り
多
く
の
御
料

地
を
皇
室
財
産
と
し
て
保
存
し
た
い
と
い
う
宮
内
省
側
の
意
向
か
ら
、
世
情
御
料
に
属
さ
な
い
御
料
地
も
国
税
免
除
に
し
ょ
う
と
し
て
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明治二十三年の世伝御料勅定について

い
る
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
既
に
皇
室
典
範
草
案
起
草
時
の
明
治
二
十
年
三
月
二
十
日
、
伊
藤
は
皇
室
典
範
起
草
者
た
る
井
上

毅
や
柳
原
前
光
を
前
に
し
て
、

　
　
典
範
ニ
ハ
皇
室
ノ
財
産
ヲ
組
織
ス
ル
ト
云
フ
一
事
ヲ
載
ス
ヘ
シ
ト
錐
モ
、
三
二
其
細
微
二
渉
リ
皇
族
財
産
ヲ
組
織
ス
ヘ
キ
物
件
ヲ

　
　
指
定
ス
ル
ハ
甚
タ
不
可
ナ
リ
、
例
ヘ
ハ
会
社
ノ
株
券
又
ハ
公
債
証
書
ノ
如
キ
普
通
民
法
ノ
覇
束
ヲ
免
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

　
　
物
件
ヨ
リ
生
ス
ル
権
利
義
務
的
所
有
者
其
人
二
叉
テ
増
減
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
会
社
ノ
株
券
及
公
債
証
書
二
階
ル
マ
テ
一
旦
皇
族
ノ

　
　
掌
中
二
帰
ス
ル
ニ
及
ン
テ
免
税
ノ
特
権
ア
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
物
件
二
関
ス
ル
民
法
上
ノ
原
則
ヲ
躁
踊
ス
ル
コ
ト
甚
シ
、
故
二
免

　
　
税
ノ
事
ハ
不
動
産
命
限
ル
ヲ
要
ス
、
不
動
産
ト
錐
モ
必
ス
一
概
二
之
ヲ
論
断
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
収
穫
ヲ
目
的
ト
ス
ル
カ
如
キ
御
料
地

　
　
二
至
テ
ハ
其
性
質
二
業
ヒ
多
少
ノ
愚
筆
ヲ
加
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
（
中
略
）
実
際
皇
室
財
産
ヲ
組
織
ス
ル
二
藍
ミ
現
当
ノ

　
　
状
況
二
応
シ
テ
利
害
ヲ
考
察
シ
、
且
法
理
ヲ
研
究
シ
テ
便
宜
措
弁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
利
ア
リ
、
（
中
略
）

　
　
免
税
ノ
範
囲
二
付
テ
モ
一
概
二
面
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
単
二
之
ヲ
国
税
ノ
ミ
山
止
ム
ヘ
キ
乎
、
重
三
地
方
税
及
町
村
費
二
丁
ル
マ
テ
悉

　
　
ク
皇
室
財
産
ノ
物
件
二
課
セ
サ
ル
ヘ
キ
カ
ト
云
フ
ノ
一
題
二
至
テ
ハ
、
最
モ
考
察
ヲ
尽
サ
・
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
現
二
町
村
費
ノ
如
キ

　
　
ハ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
ニ
権
制
執
行
ノ
手
段
ヲ
以
テ
ス
ル
カ
為
二
、
純
然
タ
ル
徴
税
ノ
性
質
二
属
ス
ト
錐
モ
、
之
ヲ
支
弁
ス
ル
ノ
用
途

　
　
ハ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
地
方
ノ
区
域
内
二
於
テ
土
地
ノ
便
宜
ヲ
増
シ
、
其
所
在
ノ
改
良
ヲ
箒
ル
ノ
用
途
二
百
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
二
、
其

　
　
利
益
ハ
右
書
ヲ
納
ム
ル
者
ノ
直
接
二
享
受
ス
ル
所
ナ
リ
、
是
ヲ
以
テ
皇
室
財
産
二
属
ス
ル
土
地
ト
錐
モ
均
シ
ク
其
利
益
ヲ
享
受
ス

　
　
ヘ
キ
ヲ
以
テ
其
所
在
地
方
ノ
便
宜
ヲ
増
シ
且
其
改
良
ヲ
篶
ル
ノ
費
途
二
番
ス
ヘ
キ
費
用
二
言
テ
ハ
必
ス
其
徴
収
二
応
セ
サ
ル
ヘ
カ

　
　
ラ
ス
ト
云
フ
ノ
一
説
ア
リ
、
此
ノ
説
素
ヨ
リ
一
理
ナ
キ
ニ
非
ス
、
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
述
べ
て
、
皇
室
財
産
の
法
的
な
性
格
や
課
税
の
範
囲
に
つ
い
て
相
当
の
考
慮
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
宮

7



内
省
側
の
姿
勢
に
対
し
て
、
伊
藤
ら
政
府
側
で
は
早
速
反
論
を
呈
し
た
も
の
の
如
く
で
、
八
月
二
日
に
枢
密
院
で
配
賦
さ
れ
た
「
皆
伝

御
料
勅
定
ノ
件
」
に
は

　
　
世
禄
御
料
ハ
憲
法
ノ
最
上
部
分
タ
ル
皇
室
典
範
（
公
布
シ
タ
ル
ト
否
ト
ニ
拘
バ
ラ
ス
）
ノ
明
条
二
半
テ
成
立
シ
皇
室
二
係
属
シ
テ

　
　
帝
位
ト
共
二
万
二
二
継
承
シ
全
ク
普
通
法
ノ
外
二
於
テ
処
分
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
即
チ
租
税
ヲ
賦
課
ス
ヘ
カ
ラ
ス
売
買
譲
与
ス

　
　
ヘ
カ
ラ
ス
期
満
得
権
ノ
効
目
依
テ
私
有
ト
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス
（
ト
定
日
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
）
今
此
御
料
二
編
入
ス
ヘ
キ
土
地
物
件
ノ
中

　
　
宮
城
離
宮
井
宝
器
等
ノ
物
件
ハ
格
別
ト
シ
御
料
地
二
王
テ
ハ
収
入
確
実
ナ
ル
土
地
ヲ
択
ヒ
彼
ノ
精
査
未
済
ナ
ル
山
林
収
支
相
償
ハ

　
　
サ
ル
各
地
盛
衰
多
キ
鉱
山
等
ヲ
編
入
ス
ヘ
カ
ラ
ス
殊
二
許
多
ノ
土
地
ヲ
編
入
セ
ハ
国
家
経
済
上
ノ
利
害
モ
計
り
知
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル

　
　
ナ
リ

　
　
御
料
中
世
伝
御
料
ノ
勅
定
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
其
他
ノ
御
料
ハ
御
器
料
ト
為
サ
サ
ル
ヲ
得
ス
既
門
派
私
料
タ
リ
御
私
産
タ
ル
ニ
於
テ
ハ

　
　
立
憲
制
ノ
理
義
二
依
テ
普
通
法
律
ノ
範
囲
内
二
於
テ
処
分
セ
ラ
ル
・
ノ
聖
意
ヲ
示
サ
レ
凡
ソ
私
有
ノ
財
産
ハ
其
所
有
者
ノ
何
人
タ

　
　
リ
其
所
有
権
移
転
ノ
如
何
二
依
テ
之
二
附
帯
ス
ル
権
義
二
差
違
ナ
カ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
即
チ
世
伝
御
料
外
二
属
ス
ル
財
産
就
中
土
地
ハ

　
　
丈
量
地
価
ヲ
付
シ
膏
二
地
方
暗
岩
市
町
村
費
ヲ
負
担
ス
ヘ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
進
テ
国
税
ヲ
モ
負
担
ス
ヘ
シ
其
主
管
守
旧
一
個
法
人
ノ

　
　
管
理
者
ト
同
ク
其
財
産
二
付
権
義
ヲ
有
ス
ヘ
シ

　
　
御
料
地
ノ
名
称
ハ
世
伝
御
料
地
日
限
リ
他
ハ
宮
内
省
附
属
地
塁
ヲ
用
ヰ
テ
判
然
之
ヲ
分
別
ス
ル
ヲ
要
ス
ト
錐
モ
未
タ
適
当
ノ
名
称

　
　
ヲ
得
サ
ル
ニ
因
リ
暫
ク
単
二
御
料
地
ト
称
ス
ヘ
シ

　
　
議
院
ノ
開
会
二
先
チ
地
所
名
称
区
分
ノ
布
告
中
官
有
地
第
一
種
皇
宮
地
葺
其
元
属
地
中
世
伝
御
料
外
二
係
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
租
税
ヲ

　
　
賦
課
ス
ヘ
キ
コ
ト
ニ
内
閣
二
向
テ
改
正
ヲ
要
メ
至
高
至
仁
ノ
聖
旨
ヲ
顕
彰
ス
ヘ
シ
皇
室
ニ
シ
テ
然
ル
上
ハ
皇
族
ノ
別
邸
其
他
ノ
所

8
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有
地
（
本
邸
ハ
宮
城
ト
同
視
ス
）
モ
亦
総
テ
普
通
法
ノ
下
二
於
テ
之
ヲ
処
分
セ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
当
然
ナ
ル
ヘ
シ

　
　
世
伝
御
料
ヲ
勅
定
セ
ラ
ル
・
ノ
時
二
際
シ
以
上
法
律
経
済
二
関
係
ノ
点
ヲ
審
議
予
定
シ
以
テ
御
料
地
ノ
管
理
帝
室
経
済
ノ
方
針
ヲ

　
　
定
ム
ル
コ
ト
緊
要
ナ
リ
ト
ス
（
括
弧
内
は
細
字
二
行
）

と
あ
っ
て
、
「
世
伝
御
料
外
二
属
ス
ル
財
産
就
中
土
地
ハ
丈
量
地
価
ヲ
付
シ
窪
目
地
方
税
郡
市
町
村
費
ヲ
負
担
ス
ヘ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
進
テ

国
税
ヲ
モ
負
担
ス
ヘ
シ
其
主
管
者
ハ
一
個
法
人
ノ
管
理
者
ト
同
ク
其
財
産
目
付
雪
害
ヲ
有
ス
ヘ
シ
」
な
る
文
と
「
皇
族
ノ
別
邸
其
他
ノ

所
有
地
（
本
邸
ハ
宮
城
ト
同
視
ス
）
モ
亦
総
テ
普
通
法
ノ
下
二
二
テ
之
ヲ
処
分
セ
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
当
然
ナ
ル
ヘ
シ
」
な
る
文
と
で
、
先

に
吉
井
が
伊
藤
に
示
し
た
宮
内
省
案
に
修
正
が
施
さ
れ
、
世
伝
御
料
外
の
御
料
に
は
郡
市
町
村
費
の
み
な
ら
ず
国
税
も
課
す
よ
う
に
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
∀

し
か
も
当
初
国
税
を
課
さ
な
い
と
し
て
い
た
皇
族
別
邸
も
普
通
法
に
従
っ
て
処
分
す
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
。

　
右
の
修
正
が
伊
藤
ら
の
意
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
八
月
九
日
に
伊
東
巳
代
治
が
伊
藤
に
宛
て
た
書
翰
中
に

　
　
一
両
日
前
世
伝
御
料
の
一
案
御
下
還
相
成
、
過
日
拝
承
仕
居
候
通
余
程
宮
内
省
に
而
も
御
意
見
に
基
き
修
正
致
候
も
の
と
相
見
へ
、

　
　
御
強
聞
之
主
義
に
御
符
合
候
点
も
不
少
様
相
見
へ
申
候
。
一
昨
日
議
長
井
に
顧
問
官
一
同
へ
世
伝
御
料
一
案
之
重
大
な
る
所
以
を
、

　
　
先
日
御
申
聞
之
主
義
と
も
一
と
通
り
申
聞
働
事
、
幸
ひ
休
暇
中
御
地
へ
罷
出
町
と
御
意
見
直
教
示
を
可
被
下
一
同
よ
り
被
申
聞
候
。

　
　
書
類
共
相
携
御
出
発
先
迄
へ
も
御
邪
魔
盆
路
宮
様
左
様
御
諒
承
諾
意
濃
度
候
。
（
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
断
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
皇
族
別
邸
が
普
通
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
井
上
毅
の
意
見
を
採

用
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
と
な
れ
ば
、
梧
陰
文
庫
B
八
三
「
言
伝
御
料
勅
定
案
修
正
意
見
」
な
る
史
料
に

　
　
一
条
二
条
異
議
ナ
シ
但
皇
族
聡
悟
附
属
ノ
土
地
建
物
ハ
別
一
二
区
域
ヲ
ナ
サ
“
ル
已
上
ハ
臨
監
提
唱
準
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
御
料
二
属
ス
ル
家
屋
ト
ハ
如
何
森
林
鉱
山
二
附
属
ス
ル
家
屋
ノ
ミ
ヲ
謂
フ
カ
皇
族
ノ
別
邸
毛
巻
テ
私
有
物
ト
看
ル
ヘ
キ
ニ
似
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タ
リ

　
　
第
三
条

　
　
　
　
宮
城
離
宮
ヲ
指
シ
テ
官
有
物
二
準
ス
ト
ス
ル
コ
穏
当
ヲ
鉄
ク
二
条
可
削
力

　
　
四
条
　
公
債
証
ノ
「
ハ
不
言
ト
モ
可
ナ
リ

　
　
　
　
皇
族
ノ
別
邸
及
其
ノ
所
有
ノ
土
地
物
件
下
総
テ
国
税
及
地
方
税
ヲ
課
ス
ト
百
様
ラ
レ
テ
ハ
如
何
果
然
此
錦
鯉
可
削

　
　
五
条
　
請
願
ハ
天
皇
二
直
接
二
奉
請
ス
ル
ナ
リ
訴
願
ハ
御
料
局
長
ヲ
経
テ
宮
内
大
臣
二
品
ホ
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
又
訴
訟
ハ
許
ス
や
許
サ
“
ル
乎
講
究
ヲ
要
ス

と
あ
っ
て
、
皇
族
別
邸
を
私
有
物
と
し
て
国
税
を
課
す
よ
う
建
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
史
料
が
前
提
と
し
て
い
る
も

の
は
、
先
の
吉
井
案
と
は
違
っ
て
、
五
箇
条
ほ
ど
に
纏
め
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
ら
し
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
文
書
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

10

三
　
伊
東
巳
代
治
の
審
査
報
告

　
と
こ
ろ
で
、
枢
密
院
の
世
伝
御
料
勅
定
案
は
伊
藤
ら
の
意
見
を
か
な
り
取
り
入
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
な
お
不
備
な
点
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
国
民
が
世
譜
御
料
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
ど
う
対
処
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
梧
陰
文
庫
中
の
「
世

伝
御
料
勅
定
案
修
正
意
見
」
の
最
後
に
「
訴
訟
ハ
許
ス
や
許
サ
“
ル
乎
講
究
ヲ
要
ス
」
と
あ
る
の
は
そ
の
不
備
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
井
上
の
指
摘
が
あ
っ
た
か
ら
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
枢
密
院
で
も
そ
の
必
要
性
を
認
め
、
顧
問
官
た
ち
は
調
査
立
案
を
枢



明治二十三年の世伝御料勅定について

密
院
書
記
官
長
伊
東
巳
代
治
に
依
頼
し
た
。
八
月
二
十
八
日
に
伊
東
が
伊
藤
に
宛
て
た
書
翰
に

　
　
（
前
略
）
実
は
世
伝
御
料
の
一
条
に
付
大
木
議
長
を
始
め
各
顧
問
官
の
内
嘱
に
依
り
閣
下
に
就
き
種
々
御
垂
論
を
煩
は
し
、
公
法
上

　
　
及
私
法
上
の
関
係
を
明
に
す
へ
き
法
案
の
起
草
に
取
掛
居
、
既
に
右
府
よ
り
も
属
官
一
名
其
為
小
生
出
先
へ
被
差
黒
鳥
手
筈
に
相

　
　
成
居
、
（
後
略
）

と
蒙
・
そ
こ
で
伊
東
は
早
月
世
伝
御
料
勅
令
草
案
を
起
草
し
・
こ
れ
を
ヘ
ル
マ
ン
●
。
エ
ス
レ
ル
に
見
せ
て
意
見
を
求
め
た
．

　
　
拝
啓
、
二
二
記
載
ス
ル
団
七
御
料
二
関
ス
ル
勅
令
草
案
野
付
キ
熟
思
潜
考
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
、
今
や
世
伝
御
料
二
コ
入
セ
ラ

　
　
レ
タ
ル
物
件
ノ
目
録
ヲ
公
布
セ
ラ
レ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
、
世
伝
御
料
ノ
普
通
法
二
於
ケ
ル
関
係
ヲ
明
踏
臼
サ
ル
ヲ
得
ス
、
抑
々

　
　
此
問
題
タ
ル
余
ノ
見
ル
所
管
依
レ
ハ
、
外
国
二
於
テ
ハ
概
ネ
皆
歴
史
上
ノ
沿
革
二
黒
リ
既
定
ノ
標
準
ア
リ
ト
錐
、
我
国
二
半
テ
ハ

　
　
直
二
唯
一
ノ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
画
定
セ
ン
ト
欲
セ
リ
、
請
フ
先
ツ
此
ノ
問
題
ノ
全
体
二
対
シ
テ
高
説
ヲ
吝
マ
ス
、
而
シ
テ
左
記
ノ

　
　
草
案
ヲ
通
読
シ
其
各
条
二
就
キ
論
評
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
ン
コ
ト
余
ノ
渇
望
ス
ル
所
ナ
リ
、
敬
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
東
巳
代
治

　
　
　
ロ
エ
ス
レ
ル
博
士
研
北

勅
令
　
号

第
一
条
　
納
税
ノ
義
務
二
関
ス
ル
法
律
命
令
ハ
世
伝
御
料
二
適
用
ス
ル
ノ
限
り
ニ
在
ラ
ス

第
二
条
　
公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分
二
関
ス
ル
法
律
ハ
世
伝
御
料
二
適
用
ス
ル
ノ
限
開
豆
ラ
ス
但
国
家
ノ
須
要
二
由
リ
止
ム
ヲ
得

　
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
特
二
勅
旨
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
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第
三
条
　
府
県
郡
市
町
村
ノ
行
政
二
関
ル
法
律
命
令
ハ
府
県
郡
市
町
村
内
二
三
ル
世
伝
御
料
二
適
用
ス
ル
ノ
限
二
野
ラ
ス

　
　
第
四
条
　
世
伝
御
料
二
関
シ
臣
民
ヨ
リ
起
ス
訴
訟
ハ
勅
許
ヲ
経
ル
前
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
前
項
訴
訟
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
宮
内
大
臣
ヲ
以
テ
被
告
ト
シ
裁
判
所
構
成
法
馬
三
十
条
ノ
例
二
依
ラ
シ
ム

す
な
わ
ち
書
伝
御
料
が
一
般
の
法
律
命
令
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
訴
訟
は
勅
許
を
経
た
場
合
に
限
り
受
理
す
る
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
伊
東
の
質
議
に
対
し
て
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
九
月
十
九
日
に
長
文
の
答
議
を
認
め
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
諸
国
の
王
室
財
産
に
関
す
る

規
定
を
紹
介
し
た
後
、
伊
東
案
の
検
討
に
移
っ
て
、
先
ず
法
律
に
対
す
る
除
外
例
を
設
け
る
に
は
須
ら
く
法
律
に
拠
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
「
法
律
上
ノ
規
程
ヲ
新
二
制
定
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
単
二
皇
室
財
産
ノ
法
律
上
ノ
性
質
及
憲
法
上
君
主
ノ
資
格
目
弾

テ
自
ラ
明
瞭
ナ
ル
結
果
ヲ
宣
言
ス
ル
ニ
過
キ
ス
」
と
の
立
場
に
立
っ
て
、
勅
令
で
は
な
く
勅
旨
若
し
く
は
詔
命
と
し
、
全
く
皇
室
に
属

す
る
こ
と
を
表
明
す
る
形
に
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
て
い
る
。
次
い
で
伊
東
案
の
各
条
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
第
一
条
に
つ
い

て
は
、
世
伝
御
料
が
公
法
に
規
定
さ
れ
た
も
の
以
外
は
何
の
負
担
も
負
わ
ず
、
臣
民
の
私
産
と
甑
書
す
る
特
権
を
確
定
す
る
の
が
本
条

の
主
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
皇
室
財
産
ハ
臣
民
力
国
庫
二
季
ム
ル
総
テ
ノ
司
法
上
若
ク
ハ
行
政
上
ノ
手
数
料
及
徴
収
金
ヲ
納
ム
ル
ノ
限
ニ

ア
ラ
ス
」
と
い
う
一
項
を
加
え
て
は
ど
う
か
と
言
い
、
第
二
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
の
著
書
『
行
政
法
』
第
一
巻
を
引
き

合
い
に
出
し
て
賛
意
を
表
明
し
、
第
三
条
に
つ
い
て
は
、
道
路
水
利
衛
生
及
び
警
察
に
関
す
る
事
業
を
起
こ
す
に
当
た
り
皇
室
財
産
の

共
同
を
求
め
な
け
れ
ば
成
功
を
期
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
但
し
書
き
を
加
え
て
、
「
該
事
業
ノ
為
二
皇
室
財
産
二
利
益

ヲ
与
フ
ル
場
合
二
軍
テ
ハ
宜
シ
ク
其
ノ
費
用
ノ
一
部
ヲ
負
担
セ
シ
ム
ル
ノ
規
程
」
を
掲
載
し
て
は
如
何
と
指
摘
し
、
第
四
条
に
つ
い
て

は
、
法
律
に
依
っ
て
裁
判
す
る
権
は
全
く
勅
許
の
外
に
独
立
し
て
い
る
裁
判
所
に
委
任
し
て
い
る
か
ら
、
「
勅
許
」
は
不
要
で
あ
る
と
主
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張
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
八
五
二
年
の
上
院
議
決
法
に
、
一
般
民
法
と
皇
室
財
産
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
皇
室
財
産
に
は
期
満
特
免
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
こ
と
、
書
入
質
入
す
る
こ
と
を
得
な
い
こ
と
、
君
主
の
負
債
や
宮
廷
官
吏
の

年
金
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
を
得
な
い
こ
と
、
登
記
は
要
し
な
い
こ
と
、
差
押
を
出
来
な
い
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

紹
介
し
、
最
後
に
皇
室
財
産
よ
り
支
出
す
べ
き
費
目
如
何
、
非
常
の
場
合
に
国
庫
よ
り
支
出
す
べ
き
費
目
如
何
、
帝
国
議
会
の
皇
室
財

産
維
持
に
関
す
る
監
督
権
如
何
の
疑
問
を
列
挙
し
て
い
る
。

　
伊
東
は
、
以
上
の
ロ
エ
ス
レ
ル
の
答
議
を
大
部
分
採
用
し
、
勅
令
案
を
修
正
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
「
修
正
法
律
案
」
を
作
成
し
た
。

　
　
修
正
法
律
案

　
　
法
律
第
　
号

　
　
第
一
条
納
税
ノ
義
務
登
記
及
行
政
上
若
ク
ハ
司
法
上
ノ
手
数
料
二
関
ス
ル
法
律
命
令
ハ
世
伝
御
料
二
選
用
ス
ル
ノ
限
り
ニ
在
ラ

明治二十三年の世伝御料勅定について

　
ス

第
二
条
　
公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分
二
関
ス
ル
法
律
ハ
世
伝
御
料
二
適
用
ス
ル
ノ
限
二
重
ラ
ス
但
国
家
ノ
須
要
二
野
リ
止
ム
ヲ
得

　
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
特
二
勅
旨
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
三
条
　
府
県
郡
市
町
村
ノ
行
政
二
関
ル
法
律
命
令
ハ
府
県
郡
市
町
村
内
二
尊
ル
世
伝
御
料
二
適
用
ス
ル
ノ
限
常
在
ラ
ス

　
但
地
方
行
政
ノ
須
要
二
由
リ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
二
半
テ
ハ
内
務
大
臣
ノ
奏
請
二
依
リ
特
二
勅
旨
ヲ
以
テ
前
項
ノ
法
律
命
令
ヲ

　
適
用
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
定
ム

第
四
条
　
世
伝
御
料
二
関
シ
臣
民
ヨ
リ
起
ス
訴
訟
ハ
勅
許
ヲ
経
ル
心
墨
サ
レ
ハ
之
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
前
項
訴
訟
ノ
場
合
小
春
テ
ハ
宮
内
大
臣
ヲ
以
テ
被
告
ト
シ
裁
判
所
構
成
法
第
三
十
八
条
ノ
例
二
依
ラ
シ
ム
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第
一
条
及
び
第
三
丁
目
修
正
が
ロ
エ
ス
レ
ル
の
意
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
か
で
あ
る
。
但
し
ロ
エ
ス
レ
ル
が
削
除

す
べ
し
と
し
た
「
勅
許
」
は
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
裁
判
所
構
成
法
第
三
十
八
条
と
は
「
皇
族
二
対
ス
ル
民
事
訴
訟
二
付

第
一
審
及
第
二
審
ノ
裁
判
権
ハ
東
京
控
訴
院
二
属
ス
但
シ
第
一
審
ノ
訴
訟
手
続
小
付
テ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
第
一
審
手
続
ヲ
適
用
ス
」
と

い
う
条
文
で
あ
っ
て
、
皇
族
に
対
す
る
民
事
訴
訟
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
世
伝
御
料
に
関
す
る
訴
訟
も
こ
れ
に
倣
お
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　
伊
東
は
、
こ
の
ロ
エ
ス
レ
ル
と
の
間
の
問
答
録
と
「
修
正
法
律
案
」
、
そ
れ
に
『
参
照
現
行
法
律
集
』
・
『
「
ザ
イ
デ
ル
」
氏
「
バ
イ
エ

ル
ン
」
国
家
法
中
ノ
皇
室
経
費
及
国
王
ノ
私
有
財
産
論
』
・
『
「
グ
ナ
イ
ス
ト
」
氏
英
国
行
政
法
論
財
政
ノ
部
』
・
『
「
フ
ユ
ル
ン
ス
ト
、
ホ

；
ヘ
ン
ッ
ヲ
レ
ル
ン
」
家
ノ
権
利
関
係
二
関
ス
ル
勅
令
』
・
『
「
ジ
モ
ン
」
氏
白
耳
義
王
室
財
産
論
』
・
『
「
ワ
ル
ケ
ル
」
氏
財
政
学
』
・
『
中

根
重
一
纂
訳
王
室
財
産
論
』
な
ど
の
参
考
書
類
を
添
え
た
、
「
世
伝
御
料
勅
定
ノ
件
審
査
報
告
書
」
と
題
す
る
審
査
報
告
書
を
、
十
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

十
三
日
に
枢
密
院
議
長
大
木
喬
任
に
提
出
し
、
そ
れ
が
翌
日
、
枢
密
院
で
配
賦
さ
れ
て
い
る
。

　
伊
東
の
右
「
審
査
報
告
書
」
は
長
文
で
あ
る
の
で
、
そ
の
要
点
の
み
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
①
枢
密
院
で
配
賦
さ
れ
た
諮
立
案
「
世
伝
御
料
勅
定
ノ
件
」
の
「
勅
書
公
告
案
」
に
は
、
不
動
産
の
反
別
面
積
が
省
か
れ
る
こ

　
　
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
だ
十
分
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
世
伝
御
料
の
性
質
が
不
確
実

　
　
と
な
る
虞
が
あ
る
の
で
、
勅
定
公
告
の
文
に
は
一
ま
ず
「
右
御
料
地
ノ
面
積
反
別
及
境
界
ハ
御
料
局
二
保
存
ス
ル
所
ノ
図
面
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
テ
標
準
ト
ス
」
と
い
う
一
項
を
加
え
、
他
日
精
査
す
れ
ば
よ
い
。

　
　
　
②
忌
詞
案
に
列
挙
せ
ら
れ
た
世
伝
御
料
中
、
大
部
分
は
不
動
産
で
動
産
は
正
倉
院
宝
庫
の
御
物
だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ

　
　
以
外
に
も
歴
代
継
承
さ
れ
る
べ
き
動
産
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
正
倉
院
宝
庫
の
御
物
だ
け
を
掲
げ
る
の
は
不
備
で
あ
る
。
当
面
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明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
必
要
な
の
は
不
動
産
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
言
伝
御
料
勅
定
に
際
し
て
は
動
産
に
関
す
る
明
文
は
削
除
し
、
「
右
宮
城
皇
宮
御
所
離
宮

　
　
及
宝
庫
ハ
其
ノ
建
造
物
及
土
地
ヲ
包
含
ス
」
と
す
れ
ば
よ
い
。

　
　
　
③
皇
宮
地
は
今
ま
で
明
治
七
年
十
一
月
の
第
百
二
十
号
布
告
「
地
所
名
称
区
別
」
に
よ
り
官
有
地
第
一
種
と
し
て
地
租
及
び
地

　
　
方
税
が
免
除
さ
れ
て
き
た
が
、
今
後
官
有
地
を
離
れ
て
世
伝
御
料
に
編
入
さ
れ
る
と
、
国
税
地
方
税
免
除
の
根
拠
は
他
に
求
め
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
世
伝
御
料
と
普
通
法
令
と
の
関
係
を
明
晰
画
定
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
閣
及
び

　
　
宮
内
省
で
ま
だ
成
案
が
な
い
か
ら
、
ロ
エ
ス
レ
ル
の
意
見
を
聞
い
て
一
案
を
起
草
し
た
。

　
　
　
④
当
初
は
勅
令
と
し
て
起
案
し
た
が
、
学
説
上
未
定
の
問
題
が
あ
る
か
ら
、
普
通
法
令
の
特
例
を
設
定
す
る
に
は
法
律
を
以
て

　
　
す
べ
し
と
い
う
原
則
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
法
律
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
⑤
但
し
、
法
律
と
す
れ
ば
議
会
の
協
賛
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
、
こ
の
法
律
は
世
伝
御
料
勅
定
の
前
か
少
な
く
と

　
　
も
同
時
に
発
布
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
⑥
諮
詞
案
に
宮
内
大
臣
の
公
告
案
が
あ
る
が
、
枢
密
院
は
至
尊
の
諮
詞
に
応
じ
る
所
で
宮
内
大
臣
の
顧
問
で
は
な
い
か
ら
、
是

　
　
非
の
意
見
は
下
さ
な
い
。

　
伊
東
の
「
世
世
御
料
勅
定
ノ
件
審
査
報
告
書
」
は
、
十
一
月
四
日
目
枢
密
院
会
議
で
審
議
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
当
日
の
会
議
に
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

席
し
な
か
っ
た
井
上
毅
が
、
大
木
議
長
と
寺
嶋
副
議
長
に
宛
て
た
次
の
書
翰
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　
本
日
之
御
会
上
中
ハ
、
所
労
中
二
而
不
参
仕
事
事
遺
憾
奉
存
候
、
就
而
愚
見
以
書
面
一
応
議
長
御
手
元
迄
奉
申
上
候
、
書
記
官
長

　
　
審
査
之
法
律
案
ハ
、
至
極
賛
成
を
霊
剣
、
但
シ
訴
訟
二
勅
許
ヲ
要
ス
ル
ハ
、
英
国
之
慣
例
二
候
へ
と
も
、
英
ニ
チ
ハ
直
チ
ニ
国
王

　
　
ヲ
被
告
ト
シ
、
国
王
ノ
代
言
人
ト
称
フ
ル
官
吏
、
訟
廷
二
答
弁
ス
ル
故
二
、
先
ツ
国
王
ノ
勅
許
ヲ
要
ス
ヘ
シ
ト
錐
、
独
学
ノ
如
キ
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ハ
国
王
ヲ
訴
フ
ル
ニ
ハ
非
ス
シ
テ
、
国
王
ノ
御
料
ヲ
ー
ノ
無
形
人
ト
シ
テ
訴
フ
ル
ト
ノ
主
義
昏
昏
ル
、
故
二
先
ツ
以
テ
国
王
ノ
勅

　
　
許
ヲ
請
フ
コ
ヲ
須
ヒ
ズ
、
此
ノ
法
律
案
ニ
チ
モ
宮
内
大
臣
ヲ
相
手
取
ル
平
皿
ナ
シ
タ
レ
ハ
、
先
ツ
　
勅
許
ヲ
請
フ
ノ
必
要
ナ
シ
、

　
　
且
、
英
ニ
チ
モ
、
勅
許
請
願
ノ
手
数
ハ
、
一
ノ
形
式
二
過
キ
ズ
シ
テ
、
其
ノ
実
ハ
無
用
ノ
文
書
上
ノ
往
復
ヲ
多
ク
ス
ル
ニ
過
ギ
ズ
、

　
　
又
、
英
ニ
チ
ハ
、
勅
許
ノ
請
願
ヲ
上
等
才
判
所
二
差
出
シ
、
才
判
所
ヨ
リ
取
次
キ
、
勅
許
ノ
裏
書
ヲ
請
フ
ノ
手
数
ナ
リ
、
若
シ
英

　
　
国
二
戸
ハ
・
、
又
才
判
所
ヲ
経
由
ス
ル
コ
必
要
ナ
ル
ヘ
シ
、
然
う
サ
レ
ハ
宮
内
省
限
ニ
チ
ハ
、
此
ノ
請
願
ヲ
処
分
ス
ル
ニ
偏
頗
ヲ

　
　
免
レ
ズ
シ
テ
、
将
来
一
芸
ノ
怨
声
ヲ
斜
生
ス
ル
ノ
種
子
ト
ナ
ル
ヘ
シ
、
若
然
ル
■
ア
ラ
ン
出
塁
、
初
ヨ
リ
許
サ
“
ル
ノ
勝
レ
ル
ニ

　
　
若
カ
ズ
、
要
之
勅
許
ノ
事
可
削
、

　
　
又
訴
訟
ノ
相
手
ハ
、
糠
酷
け
汁
漏
出
か
御
料
局
長
ノ
方
適
当
ナ
ル
ヘ
キ
カ
、
右
可
然
御
取
捨
奉
仰
候
而
已
、
頓
首
、

　
　
　
　
十
一
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毅

　
　
　
　
　
大
木
議
長
殿

　
　
　
　
　
寺
嶋
副
議
長
殿

訴
訟
に
勅
許
は
不
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
訴
訟
当
事
者
は
宮
内
大
臣
よ
り
も
御
料
局
長
の
方
が
適
当
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
井
上
の
意

見
で
あ
る
。
勅
許
不
要
と
い
う
の
は
無
用
ス
レ
ル
も
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
は
両
者
や
や
異
な
っ
て
お
り
、
井
上
は
世

伝
御
料
を
「
無
形
人
」
す
な
わ
ち
法
人
と
見
る
立
場
か
ら
立
論
し
て
い
る
。
井
上
が
訴
訟
当
事
者
を
御
料
局
長
と
す
べ
し
と
し
た
の
も
、

そ
れ
が
故
で
あ
ろ
う
。
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四
　
枢
密
院
に
於
け
る
委
員
報
告

明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

さ
て
、
十
一
月
六
日
に
は
枢
密
院
で
左
の
如
き
「
世
伝
御
料
勅
定
二
係
ル
委
員
報
告
案
」
が
配
賦
せ
ら
れ
た
。

　
本
官
等
橋
キ
二
世
伝
御
料
勅
定
ノ
件
審
査
報
告
委
員
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
三
塁
本
案
ヲ
審
査
シ
諮
詞
ノ
物
件
ヲ
以
テ
世
伝
御
料
ト
セ

　
ラ
ル
・
ヲ
可
ト
シ
其
ノ
末
項
二
七
テ
「
右
御
料
地
ノ
面
積
反
別
及
境
界
西
御
料
局
二
保
存
ス
ル
所
ノ
図
面
ヲ
以
テ
標
準
ト
ス
」
ノ

　
一
項
ヲ
加
ハ
へ
原
案
ノ
末
項
「
右
宮
城
皇
宮
御
所
離
宮
ハ
其
建
造
物
土
地
ヲ
包
含
シ
宝
庫
ハ
其
宝
器
物
品
井
土
地
建
造
物
ヲ
包
含

　
ス
」
ノ
一
項
ヲ
「
右
各
項
御
料
二
属
ス
ル
動
産
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
」
ト
修
正
シ
無
二
国
法
上
ノ
関
係
ヲ
明
ニ
ス
ル
為
詔
勅
案
ヲ
別

　
紙
ノ
通
修
正
シ
タ
リ
将
又
一
瓢
ヒ
世
伝
御
料
ヲ
勅
定
セ
ラ
ル
・
ト
キ
ハ
其
ノ
訴
訟
二
関
シ
裁
判
所
ノ
管
轄
ヲ
定
ム
ル
ノ
必
要
ア
リ

　
裁
判
所
ノ
権
限
ハ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
依
テ
別
紙
法
律
案
ヲ
起
草
セ
リ
而
シ
テ
本
官
等
ハ
此
ノ
法
律
案
ヲ
世
伝
御
料

　
勅
定
ノ
件
諮
絢
ノ
結
果
ト
シ
テ
本
院
ヨ
リ
建
議
ス
ル
ヲ
可
ト
セ
リ
舌
骨
審
査
ノ
結
果
ヲ
報
告
ス

　
　
明
治
廿
三
年
十
一
月
六
日

副
議
長
寺
島
宗
則

枢
密
顧
問
副
島
種
臣

枢
密
顧
問
佐
野
常
民

枢
密
顧
問
野
村
　
靖

枢
密
顧
問
田
中
不
二
麿

17



枢
密
顧
問
尾
崎
忠
治

18

議
長
大
木
喬
任
殿

勅
書
案

、

、

、

、

二
一
口
曽
ゴ
一
口

二
＝
口

で
　
　
　
　
　
f
Z

、

｛

し

ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
フ

奮

、

　
　
詔
勅

世
伝
御
料
ハ
皇
室
典
範
二
依
リ
皇
統
二
係
属
シ
永
ク
朕
ノ
後
嗣
二
伝
ヘ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
地
方
自
治
ノ
団
体
及
臣
民
二
対
シ

発
ス
ル
所
ノ
法
令
ハ
世
伝
御
料
二
及
フ
ノ
限
り
ニ
在
ラ
ス
国
家
又
ハ
公
土
ハ
ノ
必
要
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
見
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
朕
ハ
臨

時
二
適
用
ス
ヘ
キ
方
法
ヲ
裁
定
シ
テ
処
分
ス
ル
所
ア
ラ
シ
ム
ヘ
シ
又
世
伝
御
料
二
関
ス
ル
事
件
ニ
シ
テ
臣
民
ノ
権
利
ト
相
交
渉
シ

法
律
二
依
リ
之
ヲ
判
明
ス
ル
ノ
要
用
ア
ル
ト
キ
ハ
朕
ハ
特
二
之
ヲ
普
通
ノ
裁
判
手
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
シ
宮
内
大
臣
ヲ
シ
テ
其
ノ
事

二
当
ラ
シ
ム
ヘ
シ
朕
弦
二
枢
密
顧
問
ノ
替
詞
ヲ
経
左
記
ノ
土
地
物
件
ヲ
以
テ
世
伝
御
料
ト
定
ム

　
御
名
御
璽

　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣



　
（
世
伝
御
料
一
覧
表
は
省
略
…
…
島
）

右
御
料
地
ノ
面
積
反
別
及
境
界
ハ
御
料
二
二
保
存
ス
ル
所
ノ
図
面
ヲ
以
テ
標
準
ト
ス

右
各
項
御
料
二
属
ス
ル
動
産
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
法
律
案

　
　
法
律
第
　
号

　
　
第
一
条
世
伝
御
料
ノ
為
二
権
利
ヲ
傷
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
ノ
民
事
訴
訟
二
付
テ
ハ
東
京
控
訴
院
ヲ
以
テ
第
一
審
及
第
二
審
ノ

　
　
　
裁
判
所
ト
ス
但
シ
第
一
審
ノ
訴
訟
手
続
二
付
テ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
第
一
審
手
続
ヲ
適
用
ス

　
　
第
二
条
　
前
条
訴
訟
ノ
場
合
二
丁
テ
ハ
宮
内
大
臣
ヲ
以
テ
被
告
ト
シ
裁
判
所
構
成
法
第
四
十
一
条
ヲ
適
用
ス

　
　
　
御
名
　
御
璽

　
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣

こ
の
委
員
報
告
案
は
、
先
の
伊
東
の
審
査
報
告
の
意
見
を
大
幅
に
取
り
入
れ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
十
月
二
十
二
日
配
賦
「
世
伝
御

料
勅
定
ノ
件
」
と
比
較
し
て
、
な
お
顕
著
な
変
更
点
を
挙
げ
れ
ば
、
第
一
は
宮
内
大
臣
署
名
の
公
告
案
が
最
初
か
ら
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
宮
内
大
臣
署
名
の
勅
書
案
が
ミ
セ
ケ
チ
で
削
ら
れ
、
新
た
に
内
閣
総
理
大
臣
署
名
の
詔
勅
が
加
え
ら
れ
た
こ

と
で
あ
り
、
第
三
は
訴
訟
に
必
要
と
さ
れ
た
「
勅
許
」
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
第
四
は
租
税
免
除
に
関
す
る
文
言
が
何
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処
に
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
第
一
の
変
更
は
一
応
、
伊
東
の
審
査
報
告
書
の
最
後
の
指
摘
を
採
用
し
た
た
め
考
え
ら
れ
る
が
、
第
二
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
に
「
国

法
上
ノ
関
係
ヲ
明
ニ
ス
ル
為
詔
勅
案
ヲ
別
紙
ノ
通
修
正
シ
タ
リ
」
と
あ
り
、
ま
た
十
一
月
二
十
日
に
土
方
久
元
が
伊
藤
博
文
に
宛
て
た

書
翰
に

　
　
枢
密
院
に
去
て
は
詔
勅
に
副
署
す
る
は
国
務
大
臣
の
責
任
（
憲
法
第
五
十
五
条
〉
な
り
、
其
宮
内
部
内
に
関
す
る
も
の
は
宣
奉
の

　
　
式
を
用
ゆ
へ
き
も
、
著
書
御
料
は
典
範
第
四
十
六
条
に
詔
勅
を
以
て
定
め
と
あ
る
に
於
て
は
副
署
を
要
せ
す
、
宮
内
大
臣
は
同
条

　
　
に
依
り
之
を
公
告
す
る
の
み
と
の
意
見
を
以
て
副
署
の
宮
内
大
臣
名
を
削
除
し
た
り
、

　
　
　
（
1
3
）

と
あ
る
か
ら
、
世
伝
御
料
勅
定
を
あ
く
ま
で
も
国
務
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
見
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
第
三
の
変
更
は
恐
ら
く
井
上
の
意
見
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
四
の
租
税
免
除
に
関
す
る
文
言
が
全
く
見
え
な
い
こ
と
、
こ
れ
は
｝
体
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
内

閣
総
理
大
臣
署
名
の
「
詔
勅
」
中
に
「
地
方
自
治
ノ
団
体
及
臣
民
二
対
シ
発
ス
ル
所
ノ
法
令
ハ
世
伝
御
料
二
及
フ
ノ
限
り
中
居
ラ
ス
、

国
家
又
ハ
公
共
ノ
必
要
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
見
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
朕
ハ
臨
時
二
適
用
ス
ヘ
キ
方
法
ヲ
裁
定
シ
テ
処
分
ス
ル
所
ア
ラ
シ
ム
ヘ

シ
」
の
文
言
が
あ
る
が
、
ま
さ
か
こ
の
詔
勅
の
文
言
を
以
て
租
税
免
除
の
根
拠
と
し
ょ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
う
思

っ
て
あ
れ
こ
れ
史
料
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
「
世
伝
御
料
勅
定
二
期
ル
委
員
報
告
案
」
が
配
賦
さ
れ
た
翌
日
の
十
一
月
七
日
、

尾
崎
三
良
が
自
分
の
日
記
に

　
　
尊
公
ヨ
リ
書
面
来
ル
。
堂
宇
御
料
法
案
二
付
意
見
ヲ
問
ハ
ル
・
ナ
リ
。
例
刻
法
制
局
出
仕
。
途
二
条
公
ヲ
訪
二
不
在
ナ
リ
。
依
テ

　
　
法
制
局
ヨ
リ
書
面
ヲ
以
テ
世
伝
御
料
二
付
意
見
書
ヲ
送
ル
。
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明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
書
き
留
め
て
い
る
の
に
遭
遇
し
た
。
条
公
す
な
わ
ち
三
条
実
美
が
尾
崎
に
「
世
評
御
料
法
案
」
を
示
し
意
見
を
求
め
て
来
た
の
で
、

法
制
局
か
ら
意
見
書
を
送
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
尾
崎
が
こ
の
日
、
三
条
に
送
っ
た
書
翰
が
三
条
文
書
に
残
さ
れ
て
い
て
、

そ
こ
に
は

　
　
昨
夜
御
下
命
世
伝
御
料
法
案
拝
見
仕
候
、
即
位
需
付
箋
二
意
見
書
入
貴
覧
候
、
世
伝
御
料
二
租
税
ヲ
賦
課
セ
サ
ル
コ
モ
可
然
ト
イ
へ

　
　
臣
、
法
律
二
依
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
法
律
外
二
置
ク
コ
ハ
、
無
二
憲
法
ヲ
実
施
相
成
井
上
ハ
主
義
抵
触
昏
昏
、
此
辺
ハ
陸
々
御
注
意
無
之

　
　
テ
ハ
所
謂
ヒ
イ
キ
ノ
引
什
シ
ト
云
諺
二
陥
リ
可
申
と
甚
杞
憂
仕
候
、

　
　
右
御
下
問
二
対
シ
鄙
見
申
上
智
、
今
朝
参
館
仕
候
へ
と
も
、
最
早
御
参
朝
後
幅
付
、
乍
略
儀
書
面
ヲ
以
テ
申
上
智
、
書
余
拝
謁
二

　
　
譲
候
、
早
々
頓
首
、

　
　
十
一
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
良
拝
具

　
　
内
府
公
閣
下

と
あ
っ
て
、
「
世
伝
御
料
法
案
」
を
見
て
「
別
需
付
箋
」
に
意
見
を
書
き
入
れ
た
こ
と
、
「
世
伝
御
料
法
案
」
に
は
租
税
を
賦
課
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

旨
の
文
言
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が
法
律
に
依
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
枢
密

院
配
賦
の
「
好
発
御
料
勅
定
二
係
ル
委
員
報
告
案
」
に
載
せ
ら
れ
た
法
律
案
と
は
別
に
、
世
伝
御
料
に
租
税
を
賦
課
し
な
い
と
規
定
し

た
「
世
伝
御
料
法
案
」
（
但
し
そ
れ
は
厳
密
な
法
律
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
）
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
V

　
そ
こ
で
改
め
て
世
伝
御
料
関
連
史
料
を
洗
い
直
し
た
と
こ
ろ
、
次
に
示
す
「
司
法
大
臣
提
案
甲
」
「
司
法
大
臣
提
案
乙
」
と
題
す
る
二

種
類
の
年
代
不
明
の
草
案
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
　
「
司
法
大
臣
提
案
甲
」
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朕
皇
室
典
範
第
八
章
二
依
リ
枢
密
顧
問
ノ
諮
詞
ヲ
聖
算
二
世
伝
御
料
三
連
処
分
ノ
普
通
法
二
依
ル
可
ラ
サ
ル
ノ
条
件
ヲ
定
尊
皇
子

孫
及
臣
民
ヲ
シ
テ
永
ク
遵
守
ス
ル
所
ア
ラ
シ
ム

第
一
　
左
記
ノ
土
地
物
件
ヲ
以
テ
世
伝
御
料
ト
ス

　
　
　
（
目
録
略
ス
）

第第第第第第
七六五四三二

川
伝
御
料
ハ
皇
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
者
ヲ
シ
テ
永
久
之
ヲ
相
続
保
持
セ
シ
メ
其
居
住
使
用
収
益
二
充
ツ
ル
モ
ノ
ト
ス

世
伝
御
料
ハ
之
ヲ
分
割
譲
与
シ
又
ハ
差
押
へ
若
ク
ハ
時
効
二
係
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

世
上
御
料
ハ
抵
当
其
他
ノ
物
権
ヲ
負
担
セ
ス
十
二
地
山
型
押
三
十
ヶ
年
ヲ
超
過
セ
サ
ル
賃
貸
二
挺
ス
ル
コ
ト
ヲ
二

世
伝
御
料
ハ
租
税
ヲ
負
担
セ
ス

世
伝
御
料
ハ
官
有
地
ト
同
一
ノ
場
合
二
非
サ
レ
ハ
法
律
上
ノ
地
役
其
他
ノ
負
担
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ

世
伝
御
料
二
関
ス
ル
訴
訟
二
付
テ
ハ
御
料
管
理
官
ヲ
以
テ
原
告
又
ハ
被
告
ト
ス

22

御
名

　
月
日

「
司
法
大
臣
提
案
乙
」

世
伝
御
料
ハ
皇
室
典
範
二
三
リ
皇
統
二
係
属
シ
永
ク
朕
ノ
後
嗣
二
伝
ヘ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
車
井
二
枢
密
顧
問
ノ
諮
詞
ヲ
経
世
伝

御
料
制
ヲ
定
メ
皇
子
孫
及
臣
民
ヲ
シ
テ
永
ク
之
ヲ
遵
守
セ
シ
ム

　
御
名



　
　
月
日

世
伝
御
料
制

第
一
条
　
左
記
ノ
土
地
物
件
ヲ
以
テ
世
伝
御
料
ト
ス

　
　
　
（
目
録
略
ス
）

明治二十三年の世伝御料勅定について

第
二
条

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

こ
の
司
法
大
臣
提
案
の
甲
乙
両
文
書
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
、

ば
、
こ
の
両
者
と
も

る
か
ら
で
あ
る
。

　
然
り
而
し
て
、
梧
陰
文
庫
B
八
一
に
は
「
法
制
局
用
紙
」
に
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
文
書
が
残
っ
て
い
る
。

　
　
帝
室
御
料
旧
派
ル
民
事
訴
訟
ノ
管
轄
及
審
判
法
ヲ
定
ム
ル
ニ
付
テ
ハ
直
チ
ニ
起
ル
問
題
ハ
世
伝
御
料
ノ
他
ノ
財
産
ト
異
ナ
ル
性
質

　
　
及
其
国
二
対
ス
ル
若
ク
ハ
民
法
上
ノ
権
利
義
務
ノ
区
別
如
何
二
面
リ

　
　
今
之
ヲ
現
行
法
二
徴
ス
ル
ニ
地
所
名
称
区
別
法
ニ
ハ
霜
道
宮
地
官
有
地
ハ
租
税
ヲ
負
担
セ
ス
ト
規
定
シ
タ
レ
ト
モ
御
料
地
ノ
名
目

　
　
ア
ラ
ス
故
二
法
律
上
ノ
正
解
二
依
レ
ハ
御
料
地
ノ
内
帯
宮
地
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
総
テ
他
ノ
財
産
ト
同
シ
ク
一
般
ノ
義
務
ヲ
負
担
セ
サ

世
伝
御
料
ハ
之
ヲ
分
割
譲
与
シ
又
ハ
差
押
へ
若
ク
ハ
時
効
二
係
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

世
伝
御
料
ハ
抵
当
其
他
ノ
物
権
ヲ
負
担
セ
ス
但
土
地
山
林
ハ
三
十
ヶ
年
ヲ
超
過
セ
サ
ル
賃
貸
一
篇
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

世
伝
御
料
ハ
租
税
ヲ
負
担
セ
ス

世
伝
御
料
ハ
官
有
地
ト
同
一
ノ
場
合
二
非
サ
レ
ハ
法
律
上
ノ
地
役
其
他
ノ
負
担
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ

世
伝
御
料
二
関
ス
ル
訴
訟
二
付
テ
ハ
御
料
管
理
官
ヲ
以
テ
原
告
脇
目
被
告
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
が
見
た
「
面
諭
御
料
法
案
」
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
何
と
な
れ

　
　
「
法
律
」
の
形
式
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
い
ず
れ
に
も
「
世
伝
御
料
ハ
租
税
ヲ
負
担
セ
ス
」
と
の
文
言
が
あ
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ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ

皇
室
典
範
晶
晶
世
伝
御
料
ハ
分
割
譲
与
ス
ル
「
ヲ
得
ス
ト
規
定
シ
タ
レ
ト
モ
是
レ
果
シ
テ
民
法
上
ノ
規
定
二
覇
束
セ
ラ
レ
サ
ル
ノ

効
力
ア
リ
ヤ
如
何
今
若
シ
世
伝
御
料
ノ
名
称
区
別
ハ
唯
帝
室
御
財
産
中
ノ
別
ノ
ミ
ニ
シ
テ
法
律
上
別
段
ノ
除
外
権
ヲ
有
ス
ル
ノ
必

要
ナ
シ
ト
セ
ハ
別
二
法
律
ノ
規
定
ヲ
要
セ
ス
ト
錐
陀
若
シ
又
皇
宮
地
ノ
如
ク
租
税
ヲ
負
担
セ
ス
普
通
民
法
ノ
外
二
置
カ
ン
ト
ノ
精

神
ナ
ラ
バ
別
段
ノ
法
律
ヲ
設
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
故
二
別
紙
乙
号
法
律
案
ヲ
起
草
ス
此
法
律
案
ハ
司
法
大
臣
ノ
提
案
ヲ
取
捨

増
減
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ

然
レ
随
御
料
地
ヲ
多
ク
各
所
二
置
キ
是
ヲ
国
家
及
普
通
民
法
ノ
外
二
置
カ
ン
コ
ハ
国
家
将
来
ノ
政
略
上
二
熟
慮
ス
ヘ
キ
コ
ナ
リ

24

「
別
紙
」

甲
号

法
律
第
　
号

第
一
条
帝
室
御
料
其
他
帝
室
ノ
財
産
二
対
ス
ル
民
事
訴
訟
二
付
テ
ハ
東
京
控
訴
院
ヲ
以
テ
第
一
審
及
第
二
審
ノ
裁
判
所
ト
ス
但

　
シ
第
一
審
ノ
訴
訟
手
続
二
付
テ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
第
一
審
手
続
ヲ
適
用
ス

第
二
条
　
前
条
ノ
訴
訟
御
料
二
係
ル
事
件
二
付
テ
ハ
各
其
管
理
者
ヲ
被
告
ト
シ
裁
判
所
構
成
法
第
四
十
｝
条
ヲ
適
用
ス

乙
号

法
律
案



明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
　
　
　
世
伝
御
料
法

　
　
第
一
条
　
世
伝
御
料
ハ
之
ヲ
分
割
譲
与
シ
着
旧
差
押
へ
若
ハ
時
効
二
係
ル
コ
ヲ
得
ス

　
　
第
二
条
　
世
伝
御
料
ハ
抵
当
其
他
ノ
物
上
権
ヲ
負
担
セ
ス
但
山
林
土
地
ハ
三
十
個
年
ヲ
超
過
セ
サ
ル
賃
貸
輿
付
ス
ル
コ
ヲ
得

　
　
第
三
条
　
世
伝
御
料
ハ
租
税
ヲ
負
担
セ
ス

　
　
第
四
条
　
嗣
後
世
伝
御
料
ヲ
増
減
ス
ル
ハ
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
経
ル
モ
ノ
ト
ス

推
測
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
こ
れ
が
尾
崎
の
意
見
書
で
は
あ
る
ま
い
か
。
司
法
大
臣
提
案
の
「
世
伝
御
料
制
」
を
「
世
伝
御
料
法
」
に
改

め
、
ま
た
世
世
御
料
の
租
税
負
担
免
除
を
認
め
つ
つ
も
、
「
御
料
地
ヲ
多
ク
各
所
二
部
キ
是
ヲ
国
家
及
普
通
民
法
ノ
外
二
置
カ
ン
コ
ハ
国

家
将
来
ノ
政
略
上
二
熟
慮
ス
ヘ
キ
「
ナ
リ
」
と
注
意
し
て
い
る
の
は
、
三
条
に
対
し
て
「
法
律
二
依
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
法
律
外
二
置
ク
コ
ハ
、

既
製
憲
法
ヲ
実
施
相
成
書
上
ハ
主
義
抵
触
致
候
、
此
辺
ハ
三
々
御
注
意
無
之
テ
ハ
所
謂
ヒ
イ
キ
ノ
襲
撃
シ
ト
云
諺
二
陥
リ
可
申
と
甚
杞

憂
仕
候
」
と
述
べ
た
尾
崎
の
立
場
と
も
合
う
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
枢
密
院
で
審
議
さ
れ
て
い
る
訴
訟
に
関
す
る
法
律
案
と
は
別
個
に
、
世

伝
御
料
に
関
す
る
規
定
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
以
降
、
後
者
の
「
世
盛
御
料
法
案
」
が
ど
の
よ
う
な
扱

い
を
受
け
た
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
っ
て
、
関
連
史
料
も
見
当
た
ら
な
い
。
後
考
を
侯
つ
こ
と
に
す
る
。

五
　
世
伝
御
料
の
勅
定

尾
崎
が
三
条
に
世
伝
御
料
法
案
意
見
を
送
付
し
た
の
と
同
じ
日
、
十
一
月
七
日
、
井
上
は
伊
東
に
対
し
て
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今
日
ハ
所
労
二
而
出
頭
仕
兼
候
間
、
卒
然
議
長
殿
へ
御
申
入
飛
鳥
下
紐
、
勅
書
案
誠
二
至
極
明
豊
候
、

　
表
題
ハ
典
範
之
明
文
二
依
リ
、
勅
書
と
し
可
然
歎
、

法
律
案
一
条
二
、

　
御
料
ノ
為
二
、
権
利
ヲ
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
者
ハ
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
る
ハ
、
行
政
才
判
之
例
二
依
る
思
召
と
存
候
へ
と
も
、
行
政
才
判
ハ
権
利
ノ
損
害
ヲ
受
理
シ
テ
、
利
益
ノ
損
害
ヲ
受
理
セ
ザ

ル
一
種
之
特
性
な
る
か
故
二
、
期
研
二
言
桁
轍
此
文
字
あ
る
を
要
す
れ
と
も
、
御
料
ハ
已
二
民
事
三
品
ヲ
許
ス
上
巴
、
民
事
訴
訟
ノ

一
般
ノ
性
質
学
統
ラ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
、
民
事
ハ
独
権
利
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
利
益
之
訴
訟
も
、
固
よ
り
受
理
ス
へ
き
な
り
、
羅
馬
ノ
古

語
二
、
王
ハ
主
権
者
ト
シ
テ
ハ
、
顔
上
訴
ヘ
ラ
ル
・
コ
ナ
シ
、
一
個
人
ノ
資
格
ト
シ
テ
ハ
訴
ヘ
ラ
ル
、
御
料
ハ
一
個
人
ノ
資
格
ナ
ル

ヘ
シ
、
故
二
行
政
才
判
と
同
一
例
な
る
へ
か
ら
ず
、

右
申
立
候
間
、
可
然
御
取
計
奉
禧
候
、
頓
首
、

　
　
十
一
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毅

　
　
　
伊
東
君

　
補
啓

御
料
二
対
ス
ル
ノ
民
事
訴
訟
云
々

と
い
ふ
様
二
修
正
相
成
候
而
ハ
如
何
、

（
別
紙
）

　
追
啓
正
誤
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先
時
さ
し
出
候
書
面
中
之
一
個
人
と
あ
る
ハ
、
一
個
財
産
ノ
誤
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毅

と
の
書
翰
を
施
・
世
伝
御
料
勅
定
の
書
式
を
「
勅
書
」
と
す
べ
き
こ
と
・
訴
訟
に
関
す
る
法
律
案
第
柔
の
文
章
を
「
御
料
二
対
ス

ル
ノ
民
事
訴
訟
云
々
」
と
修
正
す
る
よ
う
提
言
し
て
い
る
。
前
者
は
、
も
と
も
と
枢
密
院
案
で
は
「
勅
書
案
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
宮

内
大
臣
署
名
を
排
除
す
る
た
め
に
内
閣
総
理
大
臣
署
名
の
「
詔
勅
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
井
上
は
、
皇
室
典
範
第

四
十
六
条
に
「
世
心
御
料
二
編
入
ス
ル
土
地
物
件
ハ
枢
密
顧
問
二
諮
詞
シ
勅
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
メ
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
「
勅
書
」
の

方
が
よ
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
後
者
も
、
法
理
上
当
然
の
疑
義
で
あ
っ
て
、
民
事
訴
訟
は
私
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
対
立
を
調

整
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
権
利
の
侵
害
に
限
定
す
る
謂
れ
は
な
い
。

　
十
一
月
十
日
附
の
「
世
伝
御
料
勅
定
ノ
件
二
係
ル
委
員
報
告
案
」
に
は

明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
詔
勅

朕
惟
フ
ニ
世
伝
御
料
ハ
皇
室
典
範
二
季
リ
皇
位
二
係
属
シ
永
ク
朕
ノ
後
嗣
二
言
ヘ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
地
方
自
治
ノ
団
体
及
臣

民
二
対
シ
発
ス
ル
所
ノ
法
令
ハ
之
二
及
フ
ノ
限
二
在
ラ
ス
国
家
又
ハ
公
共
ノ
必
要
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
見
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
朕
ハ
臨

時
二
適
用
ス
ヘ
キ
方
法
ヲ
裁
定
シ
テ
処
分
ス
ル
所
ア
ラ
シ
ム
ヘ
シ
又
朕
今
枢
密
顧
問
ノ
諮
絢
ヲ
経
テ
世
伝
御
料
ト
ス
ヘ
キ
物
件
ヲ

定
メ
タ
リ
凡
世
理
御
料
二
関
ス
ル
事
件
ニ
シ
テ
臣
民
ノ
権
利
ト
相
交
渉
シ
法
律
二
分
リ
之
ヲ
判
明
ス
ル
ノ
要
用
ア
ル
ト
キ
ハ
朕
ハ

特
二
之
ヲ
普
通
ノ
裁
判
二
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
シ
宮
内
大
臣
ヲ
シ
テ
其
ノ
事
二
当
ラ
シ
ム
ヘ
シ

　
御
名
　
御
璽

　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
閣
総
理
大
臣
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勅
書
按

　
　
朕
皇
室
典
範
第
四
十
六
条
二
三
リ
枢
密
顧
問
ノ
誉
詞
ヲ
経
左
記
ノ
土
地
物
件
ヲ
世
伝
御
料
ト
定
ム

　
　
　
御
名
　
御
璽

　
　
　
　
年
月
日

　
　
　
　
表
　
省
　
略

　
　
右
御
料
地
ノ
面
積
反
別
及
境
界
ハ
御
料
局
二
保
存
ス
ル
所
ノ
図
面
ヲ
以
テ
標
準
ト
ス

　
　
右
宮
城
皇
宮
御
所
離
宮
国
宝
庫
ハ
其
建
造
物
土
地
ヲ
包
含
シ
其
動
産
ノ
世
塵
御
料
二
編
入
ス
ヘ
キ
モ
ノ
県
別
二
之
ヲ
定
ム

　
　
　
（
法
律
案
は
省
略
…
…
島
）

　
　
（
1
9
）

と
あ
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
署
名
の
後
に
「
勅
書
按
」
が
復
活
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
井
上
の
意
見
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、

当
初
あ
っ
た
宮
内
大
臣
名
の
署
名
は
ミ
セ
ケ
チ
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
十
一
月
十
一
日
配
賦
の
「
世
伝
御
料
勅
定
二
係
ル
委

員
報
告
書
」
で
は

　
　
本
官
等
襲
キ
当
世
伝
御
料
勅
定
ノ
件
審
査
報
告
委
員
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
本
案
ヲ
審
査
シ
遅
番
ノ
物
件
ヲ
以
テ
世
態
御
料
ト
セ

　
　
ラ
ル
・
ヲ
可
ト
シ
其
ノ
末
項
二
於
テ
「
右
御
料
地
ノ
面
積
反
別
別
置
異
型
御
料
局
二
保
存
ス
ル
所
ノ
図
面
ヲ
以
テ
標
準
ト
ス
」
ノ

　
　
一
項
ヲ
加
へ
原
案
ノ
末
項
「
右
宮
城
皇
宮
御
所
離
宮
井
宝
庫
ハ
其
土
地
建
造
物
ヲ
包
含
シ
其
動
産
ノ
世
半
玉
料
二
編
入
ス
ヘ
キ
モ

　
　
ノ
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
」
ト
修
正
シ
タ
リ
而
シ
テ
ー
タ
ヒ
世
伝
御
料
ヲ
勅
定
セ
ラ
ル
・
ト
キ
ハ
其
ノ
国
法
上
ノ
関
係
ヲ
明
ニ
ス
ル
ノ

　
　
必
要
ア
リ
又
其
ノ
訴
訟
二
関
シ
裁
判
所
ノ
管
轄
ヲ
定
ム
ル
ノ
必
要
ア
リ
裁
判
所
ノ
権
限
ハ
法
律
ヲ
以
テ
定
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
依
テ



明治二十三年の世伝御料勅定について

別
紙
法
律
案
井
法
律
案
ヲ
起
草
セ
リ
而
シ
テ
本
官
等
ハ
此
ノ
両
案
ヲ
世
伝
御
料
勅
定
ノ
黒
具
絢
ノ
結
果
ト
シ
テ
本
院
ヨ
リ
建
議
ス

ル
ヲ
可
ト
セ
リ
薙
二
審
査
ノ
結
果
ヲ
報
告
ス

　
明
治
廿
三
年
卜
一
月
レ
一
日

議
長
大
木
喬
任
殿

勅
書
案

朕
皇
室
典
範
二
依
リ
枢
密
顧
問
ノ
諮
胸
ヲ
経
左
記
ノ
土
地
物
件
ヲ
世
伝
御
料
ト
定
ム

　
御
名
　
御
璽

　
　
年
月
日

（
表
は
省
略
：
：
島
）

副
議
長
寺
島
宗
則

顧
問
官
副
島
種
臣

顧
問
官
佐
野
常
民

顧
問
官
野
村
靖

顧
問
官
田
中
不
二
麿

顧
問
官
尾
崎
忠
治
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右
御
料
地
ノ
面
積
反
別
及
境
界
ハ
御
料
三
二
保
存
ス
ル
所
ノ
図
面
ヲ
以
テ
標
準
ト
ス

右
宮
城
皇
宮
御
所
離
宮
井
宝
庫
ハ
其
建
造
物
土
地
ヲ
包
含
シ
其
動
産
ノ
世
伝
御
料
二
編
入

30

　
　
詔
勅
案

朕
惟
フ
ニ
世
伝
御
料
ハ
皇
室
典
範
二
依
リ
皇
位
二
係
属
シ
永
ク
朕
ノ
後
嗣
二
三
ヘ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
地
方
自
治
ノ
団
体
及
臣

民
二
対
シ
発
ス
ル
所
ノ
法
令
ハ
之
二
及
フ
ノ
重
壁
在
ラ
ス
国
家
又
ハ
公
共
ノ
必
要
止
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
見
ル
ニ
当
リ
テ
一
三
ハ
臨

時
二
適
用
ス
ヘ
キ
方
法
ヲ
裁
定
シ
テ
処
分
ス
ル
所
ア
ラ
シ
ム
ヘ
シ
又
世
伝
御
料
二
関
ス
ル
事
件
ニ
シ
テ
臣
民
ノ
権
利
ト
相
交
渉
シ

法
律
二
依
リ
之
ヲ
判
明
ス
ル
ノ
要
用
ア
ル
ト
キ
ハ
朕
ハ
特
典
之
ヲ
普
通
ノ
裁
判
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス

　
御
名
　
御
璽

　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

法
律
案

第
一
条
世
伝
御
料
ノ
為
二
権
利
ヲ
傷
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
ノ
民
事
訴
訟
二
戸
テ
ハ
東
京
控
訴
院
ヲ
以
テ
第
一
審
及
第
二
審
ノ

　
裁
判
所
ト
ス
但
シ
第
一
審
ノ
訴
訟
手
続
二
付
テ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
第
一
審
手
続
ヲ
適
用
ス

第
二
条
前
条
訴
訟
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
宮
内
大
臣
ヲ
以
テ
被
告
ト
シ
裁
判
所
構
成
法
第
四
十
一
条
ヲ
適
用
ス

御
名
御
璽

　
年
丹
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣

　
　
　
　
（
2
0
）

と
な
っ
て
い
て
、
「
勅
書
案
」
と
「
詔
勅
案
」
の
位
置
が
変
え
ら
れ
た
ほ
か
、
若
干
文
章
に
も
手
が
加
え
ら
れ
て
、
審
議
も
い
よ
い
よ
大

詰
め
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
れ
よ
り
先
の
十
月
九
日
、
十
一
月
二
十
五
日
を
期
し
て
帝
国
議
会
を
東
京
に

召
集
す
る
旨
、
詔
が
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
ま
だ
い
く
つ
か
の
間
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
は
、
井
上
が
十
一
月
四
日
附
大
木
議
長
・
寺
嶋
副
議
長
宛

書
翰
で
主
張
し
て
い
た
裁
判
当
事
者
を
宮
内
大
臣
で
は
な
く
御
料
局
長
官
と
せ
よ
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
こ
れ
ま
た
井
上

が
十
」
月
七
日
附
伊
東
宛
書
翰
で
主
張
し
て
い
た
民
事
訴
訟
を
権
利
傷
害
の
場
合
に
の
み
限
定
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
三
は
、
削
除
さ
れ
た
宮
内
大
臣
署
名
に
つ
い
て
の
巻
き
返
し
で
あ
る
。
先
ず
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
梧
陰
文
雪
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

御
料
局
長
を
以
て
被
告
と
す
る
旨
明
記
し
た
「
世
心
御
料
二
関
ス
ル
民
事
訴
訟
説
明
」

明治二十三年の世伝御料勅定について

世
伝
御
料
ハ
皇
室
典
範
二
依
リ
設
定
セ
ラ
レ
皇
位
二
係
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
故
二
地
方
自
治
ノ
団
体
及
臣
民
二
対
シ
テ
発
ス
ル
所
ノ

法
令
ハ
固
ヨ
リ
之
二
及
フ
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス
是
レ
憲
法
上
ノ
地
位
ト
典
範
上
ノ
世
伝
御
料
ノ
性
質
ト
ニ
依
テ
既
二
明
瞭
ナ
ル
所
ニ
シ

テ
多
ク
弁
ス
ル
コ
ト
ヲ
須
ヰ
ス

然
レ
ト
モ
既
二
世
伝
御
料
ヲ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
物
件
人
民
ノ
私
有
ト
相
接
シ
両
々
ノ
間
抵
触
ス
ル
ノ
事
起
ラ
サ
ル
ヲ
保
セ
ス
而

シ
テ
事
ヲ
司
ト
ル
者
時
ト
シ
テ
過
誤
ア
ル
モ
亦
免
ル
ヘ
カ
ラ
ス
今
此
ノ
如
キ
ノ
場
合
二
於
テ
民
事
訴
訟
ヲ
提
起
シ
普
通
裁
判
所
ノ

審
判
ヲ
仰
ク
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
ラ
ル
・
ハ
蓋
シ
臣
民
ノ
権
利
利
益
ヲ
尊
重
シ
玉
フ
ノ
聖
意
二
出
ツ
但
裁
判
所
ノ
権
限
ハ
憲
法
二
依

リ
法
律
ヲ
以
テ
定
ム
ル
ヲ
要
ス
是
レ
本
法
ノ
制
定
ア
ル
所
以
ナ
リ

其
ノ
第
一
条
管
轄
裁
判
所
ヲ
東
京
控
訴
院
ト
シ
其
ノ
第
一
審
ノ
手
続
ヲ
地
方
裁
判
所
第
一
審
ノ
手
続
二
依
ラ
シ
ム
ル
ハ
裁
判
所
構
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成
法
肩
三
十
八
条
皇
族
二
対
ス
ル
民
事
訴
訟
ノ
例
二
依
ル
是
レ
世
伝
御
料
ハ
普
通
民
法
上
ノ
財
産
ト
全
シ
カ
ラ
ス
実
二
皇
位
二
係

　
　
属
ス
ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
其
ノ
第
二
条
御
料
局
長
ヲ
以
テ
被
告
ト
ス
ル
ハ
世
伝
御
料
管
理
ノ
責
主
バ
ラ
御
料
局
長
二
三
ル
ヲ

　
　
以
テ
ナ
リ
裁
判
所
構
成
法
第
四
十
一
条
ヲ
適
用
ス
ル
ハ
前
条
ノ
結
果
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
、
同
じ
く
御
料
局
長
を
被
告
と
し
た
法
律
案

　
　
法
律
案

　
　
法
律
第
　
号

　
　
第
一
条
　
世
伝
御
料
ノ
為
二
権
利
ヲ
傷
害
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
ス
ル
ノ
民
事
訴
訟
二
付
テ
ハ
東
京
控
訴
院
ヲ
以
テ
第
一
審
及
第
二
審
ノ

　
　
　
裁
判
所
ト
ス
但
シ
第
一
審
ノ
訴
訟
手
続
耳
付
テ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
第
一
審
手
続
ヲ
適
用
ス

　
　
第
二
条
　
前
条
訴
訟
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
御
料
局
長
ヲ
以
テ
被
告
ト
シ
裁
判
所
構
成
法
第
四
十
一
条
ヲ
適
用
ス

　
　
御
名
御
璽

　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
臣

と
が
存
在
す
る
。
但
し
前
者
は
枢
密
院
罫
紙
に
認
め
ら
れ
、
後
者
は
内
閣
罫
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
同
時
に
起
草
さ
れ
た
も

の
と
は
速
断
で
き
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
井
上
の
主
張
に
基
づ
い
た
法
律
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

恐
ら
く
枢
密
院
諮
詞
案
の
対
案
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
誰
の
手
に
な
る
も
の
か
明
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
明
治
二
十
三
年
十
一
月
十
七
日
」
の
奥
付
の
あ
る

「
皇
室
財
産
仮
設
法
例
二
関
ス
ル
意
見
書
」
な
る
史
料
が
あ
っ
て
、
西
洋
の
法
学
者
の
説
を
紹
介
し
な
が
ら
詳
細
な
法
理
論
を
展
開
、
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明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

民
事
訴
訟
を
権
利
傷
害
の
場
合
に
限
る
の
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
恐
ら
く
、
井
上
の
下
命
に
対
し
て
然
る
べ
き
法
律
学
者
が
起
草
し

た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
二
十
日
附
宮
内
大
臣
土
方
久
元
の
伊
藤
宛
書
翰
が
あ
っ
て
、
宮
内
部
内
の
こ
と
は
宮
内
大
臣
に

責
任
が
あ
り
、
世
伝
御
料
勅
定
は
宮
内
部
内
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
か
ら
、
勅
書
へ
の
副
署
は
宮
内
大
臣
が
し
た
い
と
、
綿
々
と

　
　
　
（
2
4
）

訴
え
て
い
る
。

　
以
上
の
外
、
こ
れ
ま
た
誰
が
執
筆
し
た
の
か
明
か
で
な
い
が
、
「
世
伝
御
料
ト
皇
室
財
産
ト
ノ
分
別
」
「
世
伝
御
料
二
関
ス
ル
訴
訟
ノ

性
質
」
「
世
伝
御
料
ノ
裁
判
管
轄
及
訴
訟
手
続
」
「
普
通
ノ
皇
室
財
産
二
係
ル
民
事
訴
訟
」
な
ど
を
論
じ
た
「
世
伝
御
料
意
見
」
が
『
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

上
顎
伝
　
史
料
篇
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
伝
御
料
を
財
産
と
見
る
こ
と
自
体
を
批
判
し
、
ま
た
そ
の
訴
訟
を
裁
判
所
構
成

法
に
謂
う
「
皇
族
二
対
ス
ル
民
事
ノ
訴
訟
」
と
同
列
に
扱
う
こ
と
も
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
は
ら
ん
で

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
馬
寮
御
料
に
関
す
る
法
律
を
議
会
開
会
前
に
制
定
す
る
こ
と
は
断
念
さ
れ
、
議
会
に
提
出
し
て
改
め
て
審
議

す
る
よ
う
閣
議
で
決
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
十
一
月
二
十
四
日
、
井
上
の
伊
東
巳
代
治
宛
書
翰
に

　
　
世
伝
御
料
二
係
る
法
律
案
ハ
、
議
会
二
提
出
ス
ル
事
二
閣
議
内
決
之
由
と
有
之
候
、
就
二
者
、
右
理
由
書
有
之
候
者
瞬
断
田
下
度
、

　
　
若
花
房
君
へ
電
命
、
整
頓
被
引
書
ハ
・
、
幸
甚
之
至
有
之
候
、
帰
化
法
案
猶
民
法
人
事
編
と
差
引
シ
修
正
い
た
し
、
至
急
御
一
見

　
　
御
意
見
を
請
度
、
追
而
御
廻
い
た
し
可
申
候
間
、
御
教
示
被
給
度
候
、
頓
首
、

　
　
　
　
十
】
月
二
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毅

　
　
　
　
　
伊
東
君

　
（
2
6
）

と
あ
る
。
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か
く
し
て
、
法
律
案
は
取
り
下
げ
ら
れ
、
十
一
月
二
十
八
日
、
左
の
宮
内
大
臣
署
名
の
公
告
及
び
署
名
な
し
の
勅
書
だ
け
が
宮
内
省

告
示
と
し
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
時
は
ま
さ
に
第
一
回
帝
国
議
会
開
会
の
前
日
で
あ
っ
た
。

　
　
宮
内
省
告
示
第
二
十
七
号

　
　
左
ノ
通
世
伝
御
料
二
編
入
セ
ラ
レ
タ
リ
依
テ
公
告
ス

　
　
　
明
治
二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
大
臣
子
爵
土
方
久
元

　
　
　
　
勅
　
書

　
　
朕
皇
室
典
範
二
依
リ
枢
密
顧
問
ノ
諮
詞
ヲ
経
左
記
ノ
土
地
物
件
ヲ
世
伝
御
料
ト
定
ム

　
　
　
御
　
名
　
御
　
璽

　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日

34

　
　
（
一
覧
表
は
省
略
…
…
島
）

右
御
料
地
ノ
面
積
段
別
及
境
界
ハ
御
料
局
二
保
存
ス
ル
所
ノ
図
面
ヲ
以
テ
標
準
ト
ス

右
宮
城
皇
宮
御
所
離
宮
並
宝
庫
ハ
其
土
地
建
造
物
ヲ
包
含
シ
其
動
産
ノ
世
心
御
料
二
編
入
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

⊥ハ

@
結
　雪
口

以
上
、
私
が
知
り
得
た
い
く
つ
か
の
世
伝
御
料
関
係
史
料
を
相
互
に
関
連
づ
け
て
見
た
。
世
帯
御
料
は
議
会
開
会
間
際
に
ょ
う
や
く



明治二十三年の世伝御料勅定について

勅
定
さ
れ
た
が
、
世
伝
御
料
に
関
す
る
法
律
制
定
作
業
は
そ
の
後
も
継
続
し
て
行
わ
れ
、
そ
れ
に
関
す
る
左
の
如
き
史
料
も
残
っ
て
い

る
。　

　
○
「
皇
室
財
産
二
関
ル
規
定
」
（
梧
陰
文
庫
A
七
）

　
　
　
全
十
五
条
か
ら
な
る
山
崎
直
胤
草
案
に
井
上
が
手
を
入
れ
た
も
の
。

　
　
○
「
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
規
定
」
（
梧
陰
文
庫
A
五
）

　
　
　
こ
れ
は
山
崎
直
胤
草
案
を
井
上
が
修
正
し
た
も
の
。
A
七
の
清
書
。
全
十
三
条
。

　
　
○
明
治
二
十
三
年
十
二
月
十
日
、
井
上
毅
「
皇
室
財
産
に
関
す
る
山
崎
直
胤
宛
意
見
書
」
（
A
六
∀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

そ
し
て
明
治
二
十
四
年
に
は
次
の
よ
う
な
「
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
民
事
訴
訟
規
則
」
も
立
案
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
民
事
訴
訟
規
則
制
定
ノ
件

　
　
皇
族
二
対
ス
ル
民
事
訴
訟
二
付
テ
ハ
皇
室
典
範
二
型
キ
裁
判
所
構
成
法
二
於
テ
特
別
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
ラ
レ
タ
レ
ト
モ
皇
室
財
産
二

　
　
関
ス
ル
民
事
訴
訟
二
対
シ
テ
ハ
門
脈
何
等
ノ
規
定
ナ
キ
ヲ
以
テ
総
テ
普
通
法
二
依
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
リ
皇
族
二
対
ス
ル
民

　
　
事
訴
訟
ト
其
取
扱
上
権
衡
ヲ
失
ヒ
甚
タ
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
ニ
依
リ
皇
族
二
関
ス
ル
訴
訟
ト
同
ク
特
別
法
ヲ
以
テ
之
レ
カ
訴
訟
規
則
ヲ

　
　
定
メ
ラ
レ
可
然
ト
信
認
ス
侃
テ
弦
二
法
律
案
ヲ
草
シ
之
ヲ
上
進
ス

　
　
　
　
法
律
案

　
　
　
別
紙
ノ
通

　
　
　
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
民
事
訴
訟
規
則

　
　
第
一
条
　
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
民
事
訴
訟
門
付
テ
ハ
宮
内
大
臣
ヲ
以
テ
原
告
又
ハ
被
告
ト
ス
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宮
内
大
臣
ハ
所
属
官
吏
二
訴
訟
委
任
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
二
条
　
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
訴
訟
二
付
テ
ハ
東
京
控
訴
裁
判
所
ヲ
以
テ
第
一
審
及
第
二
審
ノ
裁
判
所
ト
ス

　
第
一
審
ハ
裁
判
長
ヲ
併
セ
五
人
ノ
判
事
ヲ
以
テ
組
立
タ
ル
部
二
於
テ
審
問
裁
判
ス

　
第
二
審
ハ
裁
判
長
ヲ
併
セ
七
人
ノ
判
事
ヲ
以
テ
組
立
タ
ル
部
二
於
テ
審
問
裁
判
ス

第
三
条
　
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
訴
訟
阿
付
テ
ハ
此
法
律
二
於
テ
特
訓
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
民
事
訴
訟
二
関
ス
ル
普
通
ノ
規

　
定
ヲ
適
用
ス
但
シ
東
京
控
訴
院
二
於
ケ
ル
第
一
審
ノ
訴
訟
手
続
門
付
テ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
訴
訟
手
続
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
適
用
ス
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参
照

　
　
　
皇
室
典
範

第
五
十
条
　
人
民
ヨ
リ
皇
族
二
対
ス
ル
民
事
ノ
訴
訟
ハ
東
京
控
訴
院
二
於
テ
之
ヲ
裁
判
ス
但
シ
皇
族
ハ
代
人
ヲ
以
テ
訴
訟
二
当
ラ

　
シ
メ
自
ラ
訟
廷
二
出
ル
ヲ
要
セ
ス

　
　
　
裁
判
所
構
成
法

第
三
十
八
条
　
皇
族
二
対
ス
ル
民
事
訴
訟
二
付
第
一
審
及
第
二
審
ノ
裁
判
権
ハ
東
京
控
訴
院
二
胡
ス
但
シ
第
】
審
ノ
訴
訟
手
続
二

　
付
テ
ハ
地
方
裁
判
所
ノ
第
一
審
手
続
ヲ
適
用
ス

第
四
十
一
条
第
三
十
八
条
ノ
場
合
二
於
テ
第
一
審
ハ
五
人
ノ
判
事
ヲ
以
テ
組
立
テ
タ
ル
部
二
於
テ
審
問
裁
判
シ
第
二
審
ハ
特
二

　
七
人
ノ
判
事
ヲ
以
テ
組
立
テ
タ
ル
部
二
於
テ
審
問
裁
判
ス
其
ノ
五
人
又
ハ
七
人
ノ
判
事
中
一
人
ヲ
裁
判
長
ト
ス



第
三
十
六
条
　
事
務
ノ
分
配
及
結
了
並
二
判
事
ノ
代
理
二
藍
テ
ハ
第
二
十
二
条
第
二
十
三
条
及
第
二
十
五
条
ヲ
左
ノ
変
更
ヲ
以
テ

　
控
訴
院
二
適
用
ス

　
第
一
　
前
項
二
掲
ケ
タ
ル
各
条
ヲ
以
テ
地
方
裁
判
所
長
二
与
ヘ
タ
ル
権
ハ
控
訴
院
長
囲
モ
与
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第
二
　
控
訴
院
ノ
判
事
差
支
ノ
為
或
ル
事
件
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
且
同
院
ノ
判
事
中
豊
ノ
代
理
ヲ
為
シ
得
ヘ
キ
者
ナ
キ
場
合

　
　
二
塁
テ
其
ノ
事
件
緊
急
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
代
理
ス
ル
判
事
ヲ
出
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
控
訴
院
長
ヨ
リ
其
ノ
控
訴
院
所
在
地

　
　
ノ
地
方
裁
判
所
長
二
通
知
シ
其
ノ
裁
判
所
ノ
判
事
ヲ
シ
テ
代
理
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
予
備
判
事
ヲ
用
ヰ
ル
コ
ト
ヲ

　
　
得
ス

明治二十三年の世伝御料勅定について

　
　
　
　
　
　
民
事
訴
訟
法

　
　
第
六
十
三
条
　
原
告
若
ク
ハ
被
告
自
ラ
訴
訟
ヲ
為
サ
・
ル
ト
キ
ハ
弁
護
士
ヲ
以
テ
訴
訟
代
理
人
ト
シ
テ
之
ヲ
為
ス

　
　
　
弁
護
士
ノ
在
ラ
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
訴
訟
能
力
者
タ
ル
親
族
若
ク
ハ
雇
人
ヲ
以
テ
訴
訟
代
理
人
ト
為
シ
若
シ
此
等
ノ
者
ノ
在
ラ

　
　
　
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
訴
訟
能
力
者
ヲ
以
テ
訴
訟
代
理
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
区
裁
判
所
二
於
テ
ハ
弁
護
士
ノ
在
ル
ト
キ
ト
錐
モ
訴
訟
能
力
者
タ
ル
親
族
若
ク
ハ
雇
人
ヲ
以
テ
訴
訟
代
理
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　
　
民
事
訴
訟
法
第
十
四
条
二
依
リ
国
ヲ
代
表
ス
ル
ニ
付
テ
ノ
規
定
（
廿
四
年
一
月
勅
令
第
三
号
）

　
　
第
一
条
　
各
省
大
臣
ハ
其
所
管
事
務
二
係
ル
民
事
訴
訟
二
付
着
ヲ
代
表
ス

け
れ
ど
も
、
結
局
、
世
伝
御
料
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
は
日
の
目
を
見
ず
に
終
わ
り
、
こ
の
問
題
に
最
終
的
に
決
着
が
つ
い
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

大
正
十
五
年
十
二
月
一
日
公
布
の
皇
室
裁
判
令
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
別
途
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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注
（
1
）
　
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
「
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
第
八
巻
、
二
一
三
頁
以
下
。

（
2
）
　
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
三
条
実
美
文
書
。

（
3
）
　
三
条
文
書
三
七
、
及
び
國
學
院
大
学
図
書
館
梧
陰
文
庫
B
一
五
四
。

（
4
）
　
「
皇
室
典
範
・
皇
族
令
草
案
談
話
要
録
」
、
梧
陰
文
庫
研
究
会
編
『
梧
陰
文
庫
影
印
一
明
治
皇
室
典
範
制
定
本
史
』
四
九
二
頁
。

（
5
）
　
三
条
文
書
三
八
、
梧
陰
文
庫
B
六
二
。

（
6
）
　
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
第
二
巻
一
一
五
頁
。

（
7
）
　
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
第
こ
巻
＝
六
頁
。

（
8
）
　
本
史
料
は
三
条
文
書
四
二
、
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
四
五
、
梧
陰
文
庫
B
一
五
三
な
ど
に
あ
り
、
日
本
大
学
編
『
山
田
伯
爵
家
文
書
』
第
三
巻
（
平

　
　
成
四
年
）
八
八
頁
以
下
に
翻
刻
が
あ
る
。
な
お
「
『
ザ
イ
デ
ル
』
氏
『
バ
イ
エ
ル
ン
』
国
家
法
中
ノ
皇
室
経
費
及
国
王
ノ
私
有
財
産
抄
訳
」
は
B
一
四
三

　
　
に
、
ロ
エ
ス
レ
ル
「
国
王
租
税
負
担
に
関
す
る
答
議
」
は
B
一
五
八
に
、
「
ワ
ル
ケ
ル
氏
財
政
学
国
王
租
税
負
担
ノ
部
抄
訳
」
は
B
一
五
七
に
、
「
ジ
ロ

　
　
ン
氏
白
耳
義
国
行
政
法
王
室
財
産
ノ
部
抄
訳
」
は
B
一
五
六
に
、
「
王
室
財
産
論
」
は
A
九
に
も
あ
る
。

（
9
）
　
十
月
二
十
二
日
に
枢
密
院
で
諮
詞
案
「
世
傳
御
料
勅
定
ノ
件
」
が
配
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
公
告
案
、
勅
書
案
、
坪
数
段
別
一
覧
が
あ
り
、
御

　
　
料
地
に
新
し
く
丹
沢
、
三
方
、
相
川
、
段
戸
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
八
月
二
日
配
布
の
も
の
と
変
更
は
な
い
（
三
条
文
書
三
九
、
憲
政
史

　
　
編
纂
会
収
集
文
書
四
六
、
梧
陰
文
庫
B
七
七
、
『
山
田
伯
爵
家
文
書
』
第
三
巻
七
九
頁
以
下
）
。

（
1
0
）
　
こ
の
後
、
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
に
御
料
地
の
総
段
別
を
調
査
し
た
史
料
が
「
統
括
」
と
題
し
て
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
四
六
に
綴
じ
ら
れ

　
　
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
御
料
地
総
段
別
は
三
百
六
十
万
四
百
五
十
六
町
五
段
「
畝
二
十
歩
二
厘
七
毛
三
押
掛
忽
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
世
々
御
料
は

　
　
百
一
万
五
百
八
十
八
町
九
段
四
畝
二
十
八
歩
八
厘
七
毛
五
綜
九
忽
で
あ
っ
た
。

（
1
1
）
　
梧
陰
文
庫
B
六
六
、
『
井
上
毅
伝
　
史
料
篇
第
四
』
三
六
四
頁
。

（
1
2
）
　
三
条
文
書
四
〇
、
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
四
六
、
梧
陰
文
庫
B
一
六
〇
。

（
1
3
）
　
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
第
六
巻
、
四
五
二
頁
。

（
1
4
）
　
『
尾
崎
三
良
日
記
』
中
巻
、
四
三
三
頁
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
刊
。

（
1
5
）
　
三
条
文
書
三
六
中
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
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（
1
6
）
　
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
四
六
、
梧
陰
文
庫
B
六
八
。

（
1
7
）
　
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
四
六
、
梧
陰
文
庫
B
六
九
。

（
1
8
）
　
『
井
上
毅
伝
　
史
料
篇
』
第
四
、
二
八
八
頁
以
下
。

（
1
9
）
　
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
四
六
。
こ
れ
に
は
「
法
律
案
」
も
付
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
変
更
点
は
な
い
。

（
2
0
）
　
三
条
文
書
四
一
、
梧
陰
文
庫
B
一
六
一
。

（
2
1
）
　
梧
陰
文
庫
B
八
○
。

（
2
2
）
　
梧
陰
文
庫
B
七
二
。

（
2
3
）
　
梧
陰
文
庫
B
六
七
。

（
2
4
）
　
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
第
六
巻
、
四
五
二
頁
。

（
2
5
）
　
『
井
上
毅
伝
　
史
料
篇
』
第
二
、
三
四
一
頁
以
下
。
こ
の
意
見
に
つ
い
て
「
編
者
日
」
が
「
内
容
よ
り
推
し
て
井
上
毅
意
見
と
す
る
は
疑
な
し
と
せ
ず
」

　
　
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
も
井
上
の
も
の
で
に
な
い
も
の
と
考
託
る
。

（
2
6
）
　
『
井
上
毅
伝
　
史
料
篇
』
第
四
、
二
九
〇
頁
。

（
2
7
）
　
梧
陰
文
庫
B
六
五
。
内
閣
罫
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
2
8
）
　
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』
（
昭
和
十
四
年
刊
）
四
二
〇
頁
。
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